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第１章 計画策定の趣旨                   

 

１ 計画策定の背景 
 京都府では京都府環境を守り育てる条例（平成７年京都府条例第 33号）に基づき、環境の

保全及び創造に関する総合的・長期的な施策の大綱として、環境基本計画を策定することと

しています。 

 平成 10（1998）年に策定した第１次「京都府環境基本計画」は、都市・生活型公害の広が

りや廃棄物の増加等に加えて、地球温暖化やオゾン層の破壊等地球規模の環境問題に対する

警鐘が鳴らされるようになった当時の状況を踏まえ、多様化する課題に京都府の環境行政が

的確に対応していくことを目指したものでした。 

 

 その後、経済のグローバル化の流れが世界経済を大きく発展させる一方で、環境問題が国

境を越えて拡大・深刻化し、持続可能な社会・経済の仕組みづくりが求められるようになり、

平成 22（2010）年に第２次計画となる「新京都府環境基本計画」を策定しました。第２次計

画では、「持続可能な社会の礎となる地球温暖化対策の推進」、「限りある資源を大切にする

循環型社会づくりの推進」、「府民生活の安心・安全を守る環境管理の推進」及び「自然に親

しみ自然とともに生きる地域づくりの推進」を施策展開の柱として、各分野での取組を推進

してきました。 

 

 これらの取組により、府内の温室効果ガス排出量は、府民や事業者の努力により着実に減

少し、再生可能エネルギー1の導入が進み出しました。また、廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再使

用・再生利用）や適正処理が進展し、府内の廃棄物発生量が減少してきました。大気環境や

水環境においても一定の改善が図られたほか、人と自然との相互作用により生み出された景

観（文化的景観）が高く評価され、丹波高原の広大な区域が「京都丹波高原国定公園」に新規

に指定される等の成果も見られました。 

 

 一方、近年、台風の大型化やゲリラ豪雨、猛暑等による河川の氾濫や熱中症による救急搬

送者数の増加等、防災や健康、また農業や生態系等の分野で、気候変動の影響が既に顕在化

しつつあり、日々の生活の中でも身近に迫るようになっています。従来から取り組んできた

温室効果ガス削減対策（緩和策）を加速させるとともに、既に生じている、あるいは将来予

測される気候変動の影響による被害の防止や軽減を図る「適応策2」に積極的に取り組むこと

が求められています。 

また、令和７（2025）年２月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」及び「第７次エネル

ギー基本計画」では、令和３（2021）年の第６次計画以降の国内外のエネルギー情勢の変化

を踏まえ、令和 22（2040）年度までに温室効果ガスを 73％削減(平成 25（2013）年度比)する

目標と整合的な形で、再生可能エネルギーの最大限の導入に向けた取組が求められています。 

 

 資源循環に関しては、令和６（2024）年５月の資源循環の促進のための再資源化事業等の

高度化に関する法律（令和６年法律第 41号）の成立や、同年８月に閣議決定された「第五次 

 

 
1 太陽光・風力・中小水力・地熱・バイオマスといったエネルギー源のこと。温室効果ガスを排

出せずに国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要

な低炭素の国産エネルギー源といわれている。 
2 気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経

済の健全な発展又は自然環境の保全を図るための施策をいう。早期対策が重要であることから気

候変動適応法が制定され、多様な関係者の連携・協働の下、地域ごとの気候変動の影響及び適応

に関する情報の提供等が求められている。 
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循環型社会形成推進基本計画」で見られるように、「循環経済（サーキュラーエコノミー）3」

への移行に向けた取組が一層求められています。また、安心・安全の見地からは、地震や豪

雨等の自然災害によって発生する災害廃棄物を円滑に処理するための体制強化、不法投棄の

撲滅に向けた監視・指導の強化等も求められています。 

大気、水等の環境保全に関しては、微小粒子状物質（ＰＭ2.54）への対応や建築物の解体等

におけるアスベスト飛散防止対策等の大気環境の課題、閉鎖性水域の富栄養化等の水質環境

の課題が未だ残っており、新たな産業発展に伴う多様な化学物質の管理も含め、府民の健康

や生活環境を守る上で、引き続き重要な課題となっています。 

 生物多様性5に関しては、絶滅のおそれのある野生生物種の増加、クビアカツヤカミキリ等

の外来生物6の分布拡大や野生鳥獣による被害等の顕在化する課題に対して、より一層の取組

の強化が求められています。  

 

世界の動きに目を向けると、平成 28（2016）年、パリ協定7の発効を受けて世界が脱炭素社

会の実現8に向けて大きく舵を切りました。その後、令和５（2023）年に公表されたＩＰＣＣ9

第６次報告書では、パリ協定の目標を達成するためには、温室効果ガス排出量を令和 17（2035）

年までに 60％削減（2019 年比）することが必要とされ、更なる取組の加速化が強く求められ

ています。 

また、令和元（2019）年６月に開催されたＧ20大阪サミットでは、海洋プラスチックごみ

問題が重要な議題として取り上げられました。この会議において、日本は「大阪ブルー・オ

ーシャン・ビジョン10」を提唱し、令和 32（2050）年までに海洋プラスチックごみによる新た

な汚染をゼロにするという目標を掲げ、各国に対してこのビジョンの共有と協力を呼びかけ

ました。 

さらに、令和４（2022）年にカナダ・モントリオールで開催された「生物多様性条約第 15

回締約国会議（ＣＯＰ15）」では、新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」

 
3 従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済（線形経済）に代わる、製品と資源の価値を可

能な限り長く保全・維持し、廃棄物の発生を最小化した経済を指す。   
4 大気中に浮遊している直径（粒径）2.5μm（１μm は１mm の 1,000 分の１）以下の小さな粒子

のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた直径（粒径）10μm以下の粒子である浮遊

粒子状物質（ＳＰＭ）よりも小さな粒子。非常に小さいため（髪の毛の太さの１/30程度）、肺の

奥深くまで入りやすく、肺がん等呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されている。 
5 生物や生態系の豊かさを表す言葉。「生態系の多様性」、「種の多様性」及び「遺伝子の多様性」

の三つのレベルがあるとされ、それぞれの保全が必要である。 
6 人為により自然分布域の外から持ち込まれた生物。在来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼ

すことがあり、中には在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。国内では平成

16（2004）年に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16年法律第 78

号。）が制定され、同法で指定された特定外来生物について飼育等が禁止されている。 
7 第２章３（1）参照 
8 今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源による除去量との均衡（世界全体でのカ

ーボンニュートラル）を達成すること。 
9 Intergovernmental Panel on Climate Changeの略で、日本語では「気候変動に関する政府間パ

ネル」と呼ばれる。人為起源による気候変化とその影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技

術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、昭和 63（1988）年に世界

気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画 （ＵＮＥＰ）により設立された組織 
10 資源効率性及び３Ｒに関する取組が、陸域を発生源とする海洋ごみ、特にプラスチックごみの
発生抑制及び削減に寄与するという認識の下、Ｇ20（ハンブルグ(2017年)）、Ｇ７（伊勢志摩(2016
年)、シャルルボワ(2018年)）ではこれまで、継続して海洋プラスチックごみ問題が取り上げられ
てきたところである。令和元（2019）年６月に開催されたＧ20大阪会議の首脳宣言において、さ
らに踏み込んだ合意として、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを共有することとされた。上記
の首脳宣言では、同ビジョンを共有し、包括的な対策を講じて、令和 32（2050）年までに海洋プ
ラスチックごみによる新たな汚染をゼロとすることを目指している。 
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が採択されました。この枠組みにおいては、ネイチャーポジティブ11実現に向けた「30by30目

標12」を始め、絶滅危惧種の回復・保全、侵略的外来種の定着率の削減、環境に配慮した農林

漁業の推進、持続可能な消費等、幅広い分野にわたるグローバル目標が設定されました。 

これらの国際的な取組は、持続可能な未来の実現に向けて、環境保全に関する世界的な意

識と行動を促進する重要な一歩となっています。 

 

 このような国内及び世界の状況の中、令和６（2024）年に閣議決定された国の環境保全に

関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定める「第六次環境基本計画13」では、新しい視点

が取り入れられました。同計画では、「第五次環境基本計画」で掲げられていた「環境・経

済・社会の統合的向上」をさらに発展させ、「環境保全」を通じて「現在及び将来の国民一人

一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」（以下「ウェルビーイング／

高い生活の質」という。）を実現することが、上位の目的として明確に示されました。この

「ウェルビーイング／高い生活の質」という概念は、経済的な豊かさだけでなく、健康、精

神的な充足、地域とのつながり等、非市場的価値も重視する考え方です。 

特に、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、私たちの生活様式や働き方に大きな

変化をもたらしました。テレワークやリモート会議、時差出勤等といった新たなビジネスス

タイルが広がる中で、人々の意識は、物質的な豊かさから、心身の健康や人とのつながりと

いったものの価値を重視する方向へとシフトしています。こうした経験は、「ウェルビーイ

ング／高い生活の質」の重要性を社会全体に認識させる契機となりました。 

 

気候変動や生物多様性の喪失等、深刻化する環境危機に対応するためには、文明の転換や

経済社会システムの変革が不可欠です。環境政策を起点としつつ、環境・経済・社会の全体

像を視野に入れ、「ウェルビーイング／高い生活の質」の向上を目指していくことが、より

効果的な環境施策の展開につながると期待されます。 

 

以上のような様々な変化を踏まえ、令和２（2020）年に策定した、持続可能な京都府社会

の将来像と、その実現を目指した施策の基本的な方向を示した「第３次京都府環境基本計画」

を見直します。 

 

 

２ 京都府の使命と役割 
 平成９（1997）年 12月に「気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）」が京都で開

催され、地球温暖化防止のための温室効果ガス削減に関する初めての法的拘束力を持った国

際的枠組みである「京都議定書」が採択されました。京都府は京都議定書誕生の地として、

地球温暖化対策を始め、他のモデルとなるような環境への取組を実践し、世界に発信する使

命と役割を果たしていくことを決意しました。 

 また、京都府は、令和元（2019）年 10 月策定の「京都府総合計画（京都夢実現プラン）」

において、環境に優しく安心・安全な京都府を目指して「脱炭素社会へのチャレンジ」を掲

げるとともに、令和２（2020）年２月には、「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ」

を目指すことを宣言しました。 

 

 京都府では、脈々と受け継がれてきた環境先進地・京都の精神を絶やすことなく、多種多

様な主体間でのパートナーシップをさらに発展させるとともに、京都ならではの豊かな「力

 
11 第２章３（3）参照 
12 第２章３（3）参照 
13 令和６（2024）年５月に閣議決定された国が定める環境保全に関する基本的な計画。「環境保

全」を通じた、「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生

の向上」及び「人類の福祉への貢献」を実現するために、環境収容力を守り環境の質を上げるこ

とによって成長・発展できる「循環共生型社会」を目指している。 



5 

 

（ポテンシャル）14」や地域資源を最大限に活用し、本計画の推進により、脱炭素社会・循環

型社会の形成や、生物多様性の保全と利活用、生活環境の保全・向上に向けた取組を加速し

ていくことを通じて、環境・経済・社会の好循環を創出するとともに、府民が幸せを実感で

きる状態を相乗効果的に向上させていくことで、持続可能な社会を構築していくことを目指

します。 

 

 

３ 計画の位置付け 
本計画は、京都府環境を守り育てる条例に基づき、環境の保全及び創造に関する総合的か 

つ長期的な施策の大綱を定めるものであり、京都府の環境行政の推進に関する個別の条例、

計画及びアクションプラン並びに府民と協働して取り組む施策や事業等の指針となるもので

す。 

また、本計画は、府政運営の指針である「京都府総合計画」の環境分野の個別計画として 

位置付けるとともに、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成 15年法律

第 130 号。以下「環境教育等促進法」という。）第８条第１項に規定する都道府県行動計画

として位置付けるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 
21世紀半ば（令和 32（2050）年頃）の京都府の将来像を見据えつつ、計画期間はおおむね

令和 22（2040）年までを目途とします。 

  

 
14 第２章２参照 

京都府環境基本計画 

 

京都府環境を守り育てる条例 

京
都
府
総
合
計
画 

個別計画 
 

・京都府地球温暖化対策推進計画 

・府庁の省エネ・創エネ実行プラン 

・京都府再生可能エネルギーの導入等促

進プラン 

・京都府循環型社会形成計画 

・京都府災害廃棄物処理計画 

・京都府海岸漂着物等対策推進地域計画 

・京都府生物多様性地域戦略 

・生物多様性未来継承プラン 

環境教育等促進法

第８条第１項に規
定する都道府県行
動計画 

条例第８条  

施策の展開方向 
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５ 計画の構成 

 
 

第６章 環境課題の分野ごとの 

重点取組の推進 
 

② 循環型社会を目指した循環経済へ 

の移行の促進 

 

③ 安心・安全な暮らしを支える生活 

環境の保全と向上 

 

 

① 脱炭素社会と持続可能な経済成長 

の同時実現に向けた取組の加速化 

④ 自然と生活・文化が共生する 

地域社会の継承 

 

 

第１章 計画策定の趣旨 
１ 計画策定の背景   ２ 京都府の使命と役割   ３ 計画の位置付け  

４ 計画期間：おおむね令和 22（2040）年までを目途 

第２章 京都府を取り巻く現状の認識 
１ 環境行政を取り巻く社会情勢の変化 
・人口減少・少子高齢化社会の本格化 

・デジタル技術の急速な進展 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた 

 ライフスタイルの変化 

・国際情勢の変化が促す持続可能なエネルギーへ 

の転換の必要性 

 ・四半世紀超ぶりの本格的な物価高と金利上昇 

 

２ 京都ならではの豊かな「力（ポテンシャル）」 
 ・京都の歴史を繋いできた強靱さとチャレンジ精神 

・豊かな自然環境とそれに息づく多彩な伝統・文化 

 ・京都のまちづくりを支える力 

第３章 京都府の将来像（令和 32（2050）年頃） 

京都の「豊かさ」をはぐくむ脱炭素で持続可能な社会 

～将来世代のために手を携え、環境・経済・社会の好循環を創出～ 
 

第４章 計画の基本となる考え方 
「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の考え方の活用による環境・経済・社会の好循環の創出 

３つの柱 ①環境価値の創出 ②京都ならではの豊かさ ③協働 

第７章 計画の推進 
・本計画に記載した施策展開の方向に基づき機動的に個別条例や個別計画を策定・改定 

・ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理とともに京都府環境審議会への報告により実効性を確保。おおむね５年ごと

に見直し 

 

 

３ 京都府の環境の現状と課題 
 ・持続可能な社会に向けた地球温暖化対策の推進 

・再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組 

・自然に親しみ自然とともに生きる地域づくり 

・限りある資源を大切にする循環型社会づくり 

・府民生活の安心・安全を守る環境管理の推進 

第５章 分野横断的施策の展開方向 

 ② 

安
心
・
安
全
の
実
感
に
つ
な
が
る
環
境
と
調
和
の
と

れ
た
強
く
し
な
や
か
な
社
会
の
実
現 

•  
  

③ 

京
都
な
ら
で
は
の
豊
か
な
自
然
資
本
を
始
め
と
す

る
地
域
資
源
を
活
用
し
た
持
続
可
能
で
魅
力
あ
る

地
域
づ
く
り
の
推
進 

 

•  
  

④ 

「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
＝
府
民
が
幸
せ
を
実
感
で

き
る
状
態
」
の
向
上
に
つ
な
が
る
持
続
可
能
な
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換 

⑤ 

持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
を
支
え
る
人
づ
く
り
と

協
働
の
推
進 

  

•  
  

① 

Ｇ
Ｘ
に
よ
る
地
域
経
済
活
性
化
と
府
民
の
脱
炭
素

行
動
促
進
に
よ
る
府
民
の
生
活
の
質
向
上
の
実
現 

京都府の地域特性に応じた 

取組を展開 
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第２章 京都府を取り巻く現状の認識               

 

１ 環境政策を取り巻く社会情勢の変化 
 

○人口減少・少子高齢化社会の本格化  
 京都府では、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎えています。 

 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」

によると、京都府の総人口は令和２（2020）年の 257.8万人から令和 32（2050）年には 207.6

万人へと減少し、その後も人口減少に歯止めがかからないとされています。 

 また、14歳以下の人口に占める割合は 11.4％から 9.4％へと下がる一方、後期高齢者の占

める割合は 15.4％から 24.6％へと大きく上昇し、高齢化がさらに進展する見込みです。15歳

から 64歳までの生産年齢人口を見ると、ピーク時（平成７（1995）年）の 184.2万人から令

和 32（2050）年には 108.0 万人まで約４割減少することが見込まれています。 

 地域別に見ると、人口増加が見込まれる自治体がある一方、相楽東部地域では６割以上も

人口が減少する見込みの自治体があり、また、高齢化率についても市町村によって、65歳以

上では 31.0％～76.3％、75歳以上では 18.4％～56.4％まで差が開く等、都市部と地方とで二

分化する傾向が見られます。 

 人口減少と少子高齢化が本格化することにより、地域コミュニティの弱体化や担い手の減

少等の深刻な影響が懸念されています。 

  

 

○デジタル技術の急速な進展 
 近年の高度な通信技術の普及により、インターネットを介して多量のデータが迅速に蓄積

されるようになり、それらのデータを活用したサービスを通じて、経済社会が大きく変わり

つつあります。とりわけ、ビッグデータやＡＩ15、ＩｏＴ16、５Ｇ17といったデジタル技術は、

多量の情報の分析を行い、知識や情報を共有するとともに、新たな価値を生み出すものです。 

 京都府においては、人口減少社会の到来とスマート社会の進展を見据え、令和２（2020）

年３月に策定した「京都府スマート社会推進計画」を令和５（2023）年 12 月に一部改訂し、

社会全体のＤＸ18を推進し、府内全ての地域において府民一人一人の夢・希望やあらゆる産業・

地域活動における創造的かつ活力ある発展が、ビッグデータやデジタル技術を活用すること

で実現されるスマート社会を目指しています。 

 環境分野においても、ＩｏＥ19を利用したエネルギー需給の最適化や、脱炭素テクノロジー

関連のスタートアップ企業及びその技術を事業に活
い

かす企業等の交流、まちづくりへの技術

導入等の促進を通じた、最先端技術を用いた新事業創出・社会実装の推進等、環境・経済・社

会の好循環を生み出す取組を進めています。 

 
15 Artificial Intelligence（人工知能）の 略称で、学習・推論・判断といった人間の知能的機

能を備えたコンピュータシステムのこと。人間と比肩するようなＡＩは開発されていないが、様々

な分野で活用され成果を上げている。 
16 Internet of Things（モノのインターネット）の略称で、家電、自動車、ロボット等あらゆる

ものがインターネットにつながり、情報をやりとりすること。利便性が向上したり、新たな製品・

サービスが生み出されたりしている。 
17 ５th Generationの略称で、「第５世代移動通信システム」を指す。「超高速」であるだけでな

く「多数接続（身の回りのあらゆる機器がつながる）」・「超低遅延（遠隔地からでもスムーズに

操作することができる）」といった新たな機能を持っている。 
18 Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略称で、ＩＣＴの浸透

が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 
19 Internet of Energyの略称で、現在普及が進んでいる再生可能エネルギーや蓄電池、コージェ

ネレーション等の分散型エネルギーリソースと、パワーエレクトロニクス技術等による高度なエ

ネルギーマネジメント技術を組み合わせた分散型エネルギーシステムのこと。 
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また、スマートセンサー等のＡＩ・ＩｏＴ技術を活用して産業廃棄物を効率的に回収し、

監視するシステムの実用化や新たな技術開発、建設廃棄物処理への選別ロボットの整備・導

入等の支援、環境ＤＮＡ20解析や画像認識等の新しい技術を活用した生物の生息状況の把握に

よる効果的な希少生物の保全対策等、様々な分野におけるデジタル技術を活用した新たな課

題解決も期待されています。 

 加えて、府内ではデータセンターの立地が進み、電力使用量の増加が予想されています。

これに伴い、安定的な電力供給と環境負荷の低減の両立を図るため、再生可能エネルギーの

導入の拡大が一層求められています。 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けたライフスタイルの変化  
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、テレワークやリモート会議、時差

出勤等といった新たなビジネススタイルが広がりました。生活面においては、オンラインシ

ョッピングやキャッシュレス決済、テイクアウトやデリバリーの利用等も定着しました。ま

た、コロナ禍の孤独や分断の経験から、経済的な豊かさだけでなく、健康や人とのつながり

の大切さが実感され、家族・社会とのつながりや「心の豊かさ」を満たすことの重要性が再

認識されることとなりました。 

日々の暮らしの中で幸せを感じながら生きることが重視され、心身の健康、働き方、人と

のつながり等、生活全体の質の向上が注目されています。 

今後は、コロナ禍によって定着した新しい生活様式等も活
い

かしながら、環境や個人・社会

のそれぞれに配慮した健康で心豊かなライフスタイルや、自然と調和した社会の仕組みへの

転換を図り、より持続可能な社会の構築を目指していくことが必要です。 

 

 

〇国際情勢の変化が促す持続可能なエネルギーへの転換の必要性 
 令和４（2022）年に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会に深刻な影響を及

ぼし、エネルギー安全保障や経済の安定性、さらには環境政策の方向性にも大きな転換を迫

る出来事となりました。 

欧州を中心に天然ガスや石油等の化石燃料の供給が不安定となり、世界的にエネルギー価

格が高騰し、日本においても、電気やガスの料金の上昇が家庭や企業の経済的負担を増大さ

せました。こうした状況は、エネルギーの海外依存度が高い日本のエネルギー安全保障の脆

弱性を改めて浮き彫りにしました。 

このような国際的な危機は、再生可能エネルギーの導入促進や地域分散型エネルギーシス

テムの構築といった、持続可能なエネルギー社会への転換を加速させる契機ともなっていま

す。太陽光や風力、バイオマス等の再生可能エネルギーの活用は、エネルギーの地産地消を

可能にし、地域の自立性や災害時のレジリエンス向上にも寄与します。京都府においても、

地域資源を活
い

かし地域と共生する再生可能エネルギーの導入や、省エネルギーの推進、エネ

ルギーマネジメントの高度化等を通じて、自然環境を維持しながらエネルギーの安定供給と

脱炭素化の両立を図ることが求められています。 

 

 

○四半世紀超ぶりの本格的な物価高と金利上昇 
新型コロナウイルス感染症の収束以降、我が国では、主に輸入物価の上昇に起因するイン

フレーションが要因となり、顕著な物価上昇が継続しています。エネルギー資源や食料品等

の主要物資を海外からの輸入に依存する日本においては、コロナ禍から回復した国際的な経

済活動の再開による世界的な需要の高まりやウクライナ情勢等による地政学的リスクの顕在

化に伴い、原油・天然ガス・穀物等の価格が急騰しています。加えて、令和４(2022)年、米国

 
20 水中、土壌中、空気中等、あらゆる環境中に存在する生物由来のＤＮＡのこと。 
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等がインフレーション抑制のために利上げに踏み切ったことにより、日米間の金利差の拡大

に伴う円安が進行したことで、輸入品の価格が上昇し、国内の物価を押し上げる大きな要因

となりました。さらに、国内の「人手不足」と「賃金上昇」が複合的に作用し、本格的な物価

高が定着しつつあります。 

他方、日本の政策金利は、バブル崩壊後の不況とデフレーションに対応するため、約四半

世紀にわたってほぼゼロ金利、あるいはマイナス金利という超低水準に抑えられてきました

が、最近の物価上昇と賃金上昇を背景に、日本銀行は、デフレ脱却の兆候を捉えたとして、

令和６（2024）年に約 17年ぶりの利上げに踏み切りました。今後の政策金利は、物価や賃金

の動向によって、さらなる上昇の可能性が示唆されています。 

令和５（2023）年の消費者物価指数（生鮮食品を除くＣＰＩ）は、前年比 3.1％の上昇を記

録し、昭和 57（1982）年以来約 41 年ぶりの高水準となりました。これは、1990 年代のバブ

ル崩壊後に本格化したデフレーションを経て、物価上昇局面へと転換したことを示していま

す。また、物価安定化に資する政策金利上昇は、設備投資等の企業の借入れコストや住宅ロ

ーン等の個人の金利負担の増加につながるため、企業や個人の経済活動を鈍化させるおそれ

があります。これまでにない社会経済情勢の変化の中で、本格的な物価高と金利上昇による

府民や事業者の生活・経済活動への影響を的確に捉え、施策展開に活
い

かしていく必要があり

ます。 

 

 

２ 京都ならではの豊かな「力（ポテンシャル）」 

 

〇京都の歴史を繋いできた強靱さとチャレンジ精神 
 京都は、古代から現代に至るまで千年以上にわたり、様々な時代の変遷や社会の変化の転

換点に立ちながらも、その都度しなやかに変化を受け入れ、新たな価値を創出する等、未来

に向けて常に挑戦し続ける姿勢によって、歴史をつないできました。このような京都の持つ

「強靱さ」と「チャレンジ精神」は、京都に暮らす人々や企業等に息づいており、現代におい

ても、京都が持つ大きな力として発揮されています。 

京都府には、環境分野において革新を起こすスタートアップ企業が数多く育っています。

大学や研究機関が集積する京都市域を中心に、脱炭素、資源循環、生物多様性等の分野にお

ける先進的な技術を持つ企業が次々と誕生しています。これらの企業は、地域課題に根ざし

た実証実験を通じて社会実装を進め、国内外の市場に向けた発信力を高めています。こうし

たスタートアップ企業の成長を後押しする場として、環境分野を含む多様なテーマを扱う「Ｉ

ＶＳ21ＫＹＯＴＯ」が毎年開催され、技術とビジネスの連携が促進されています。 

また、京都府は、南北に長く、海・山・都市が共存する地理的特性を持ち、地域ごとに異な

る文化や価値観が根付いており、この多様性は、環境政策においても新たな発想や技術を生

み出す源泉となっています。北部には日本海に面した海岸線やリアス式海岸、里山、森林が

広がり、海洋資源や再生可能エネルギー（風力、波力等）の活用が期待され、南部の一部の地

域では都市部に近接しながらも里地・里山と調和した暮らしが営まれており、都市と自然と

が共生するモデル地域としての可能性を秘めています。 

 

 

〇豊かな自然環境とそれに息づく多彩な伝統・文化 
 府内の各地域では、自然と共生した個性豊かな文化が歴史を通してはぐくまれてきまし

た。  

 
21 Infinity Ventures Summit の略。国内外の起業家・投資家等が一堂に会し、直接交渉による

投資・協業先・人材等の獲得や、各分野の最新動向の把握と多様な人材の交流を契機とした新ビ

ジネス創出を促進する、国際スタートアップ・カンファレンス 
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 日本唯一の景観を誇る舟屋群や日本三景・天橋立があり日本海に面した「海の京都22」、豊

かな森と里山が広がり日本の原風景を残す「森の京都23」、千年を超える歴史の中で奥深い伝

統文化を継承してきた京都市域、宇治茶の名産地として名高い「お茶の京都24」、清らかな竹

林や歴史的文化遺産が多く残る「竹の里・乙訓25」等、各地域の個性豊かな文化は、相互に影

響し合い、自然との関わりや国内外との交流を通じた人の営みによって、洗練され、深めら

れてきました。  

「人間は自然の一部である」という価値観、「自然と共に生きる」感性、「もったいない」

や「しまつ」という言葉に象徴される暮らしの知恵等、自然と共生する精神文化は、今も私

たちの暮らしの中に息づいています。  

また、恵み豊かな自然との関わりの中で受け継がれた、地域の特性を生かした食文化を始

め、伝統行催事、建築や庭園、伝統芸能、和歌、茶道、華道等の有形無形の文化は、日本を代

表する文化として世界中の人々の心を捉えています。 

さらに、京都は、伝

統の上に革新を積み重

ねる柔軟性を持ち合わ

せていることから、先

端技術の開発やそれを

活
い

かした産業、そして

映画、アニメ、ゲーム等

のコンテンツ産業26と

いった新しい文化を

次々に生み出していま

す。 

恵み豊かな自然と共

生し、伝統から先端ま

で多様な文化が息づ

き、進取の気質で新た

な価値を生み出してい

く、こうした京都なら

ではの「豊かさ」を、将

来世代に受け継いでい

くことは、私たちに課

せられた大きな使命です。 

 

 

 
22 古代より大陸との交流の窓口として栄えた歴史的背景や整備が進展する交通基盤を生かし、魅

力的な観光まちづくりをソフト・ハード両面から進め、京都府北部地域（福知山市、舞鶴市、綾

部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）を全国有数の競争力のある観光圏にしていく取組

のこと。 
23 亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、綾部市、京都市右京区京北の６市町をエリアとして、

森の恵みを生かした食や伝統文化、産業等、森に包まれた暮らし方を発信することにより、交流

産業の振興、林業の付加価値向上を実現する取組のこと。 
24 日本茶文化を創造し、全国に普及させてきた「宇治茶」や茶畑景観等の山城地域（宇治市、城

陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、

南山城村）の価値を再認識し、さらに磨きをかけ、世界に向け発信することにより、多くの人が

訪れる大交流圏を創出し、日本の茶文化の一大拠点にする取組のこと。 
25 長岡京跡や天王山をはじめとする多くの歴史・文化遺産や、美しい竹林や竹の子の産地として

有名な向日市、長岡京市、大山崎町の地域を「竹の里・乙訓」と位置付けた観光地域づくりの取

組のこと。 
26 映像（映画、アニメ等）、音楽、ゲーム、書籍等の制作・流通を担う産業の総称のこと。 
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〇京都のまちづくりを支える力 
京都では、都としての長い歴史の中で、町屋修復等、匠の技術の伝承がなされるとともに、

町衆27による高度な自治が培われる等、地域の人々がまちづくりにおいて主体的に連携し、協

働する土壌がはぐくまれてきました。 

現在の京都府には、ＣＯＰ３の開催を契機に多くの環境ＮＧＯやＮＰＯが誕生し、これら

の環境団体や各地域の府民、産業界、学術研究機関、行政及びこれらをサポートし結びつけ

る中間支援組織28等が、それぞれの特性を活
い

かして環境課題に取り組み、ネットワークを築い

ています。 

さらに、京都の豊かな歴史・文化・自然等の地域資源を求めて来訪する観光客等の交流人

口や府外在住の京都府出身者等、京都府ゆかりの人々（関係人口）は、地域資源の価値を再

認識し、魅力を広げるとともに、環境保全活動等の担い手の一人として連携する等、幅広い

視点から京都府に新たな可能性をもたらしています。 

京都は「学生のまち」といわれ、大学を始め学術研究機関等が集積しています。学校基本

調査（令和６（2024）年５月１日現在）によると、京都府内大学・短期大学の学生数は、17万

3,052人、人口に対する学生数の割合は、約 15人に１人と全国１位であり、多くの学生が学

んでいます。学ぶことに加え、生活を通して京都らしさを体感することで、学生にもそれを

守ろうとする機運も芽生えています。 

このように、多様な人材が、社会課題に対し産学公民、関係人口を含めて連携・協働して

取り組む新しい「オール京都」の体制もまた、京都の持つ強みといえます。 

  

 
27 京都では都としての長い歴史を背景に、騒乱と破壊、復興の繰り返しの中、民衆が自衛の必要

等から町組やその連合体である惣町を形成することを通じ、町衆による高度な自治が培われた。

明治時代においては、京都府と町民とがともに京都再生を願い、全国に先駆けて番組小学校の開

設を行っている。 
28 本計画における中間支援組織とは、各地域の府民、事業者、学術研究機関、市町村等の多様な

主体の取組を引き出し、地域に寄り添いながら継続的に伴走支援を行う、地域脱炭素の推進にお

いて重要な役割を担う組織をいう。 

具体的には、「京都府地球温暖化防止活動推進センター」、「京都気候変動適応センター」、 

「きょうと生物多様性センター」等を想定している。 
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３ 京都府の環境の現状と課題 
第３次計画の「京都府環境基本計画」に基づき進めてきた分野ごとの施策の取組状況と、

この間の環境をめぐる国内外の動きを踏まえた課題等を概観していきます。 

  

(1) 持続可能な社会に向けた地球温暖化対策の推進 
 

・ 京都府では、地球温暖化防止のため、事業者、建築物、自動車交通、家庭分野等におい

て、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入等の取組を推進しています。 

・ 府民や事業者の努力により、府内の温室効果ガス排出量は、着実に減少している一方

で、地球温暖化は進行し、気候変動による影響や被害が現れています。 

・ 今後、脱炭素社会の実現に向け、更なる省エネルギーの取組や再生可能エネルギーの

導入・利用、適応策の強化等、対策の加速化が必要です。 

 

○ 近年、ＣＯ２等の温室効果ガスの大気中への大量排出等に起因する地球温暖化の進行に伴

う気候変動により、干ばつや豪雨等の異常気象の増加や食料生産性の低下、生態系への影

響等、地球環境への深刻な影響が懸念されており、京都府においても、この 100 年間で年

間平均気温が 2.2℃の割合で上昇しています。 

世界気象機関（ＷＭＯ）は、2015年～2019年の５年間と 2010年～2019年の 10年間の平

均気温はともに過去最高であり、また、大気中の温室効果ガス濃度、海面水位、海洋酸性化

等、主な気候変動指標の悪化を指摘しています。 

平成 28（2016）年 11月に、工業化以前からの世界の平均気温上昇を「２℃未満」に抑え

ることを世界共通の長期削減目標とし、「1.5℃」までの抑制に向けた努力の継続について

も言及した「パリ協定」が発効し、令和２（2020）年に始動しました。また、平成 30（2018）

年 10月には、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が 1.5℃特別報告書29をとりまと

め、世界の平均気温の上昇を 1.5℃に抑えるためには、令和 32（2050）年頃には世界全体の

ＣＯ２排出量を実質ゼロにする必要があると発表しました。さらに、令和５（2023）年３月

に、気候変動に関する最新の科学的知見を取りまとめたＩＰＣＣの第６次評価報告書統合

報告書において、人間による活動が主に温室効果ガスの排出を通じて地球温暖化を引き起

こしてきたことには疑う余地がなく、世界の平均気温は、1850 年〜1900 年を基準として

2011年〜2020年に 1.1℃の温暖化に達したと示されています。   

国においては、令和７（2025）年２月に「地球温暖化対策計画」（平成 25（2013）年度

比で、温室効果ガス排出量を令和 12（2030）年度までに 46％削減、令和 17（2035）年度ま

でに 60％削減、令和 22（2040）年度までに 73％削減、令和 32（2050）年度までにネット・

ゼロ30）を策定し、温室効果ガスの排出抑制等の対策（緩和策）を進めるほか、令和３（2021）

年 10月に「気候変動適応計画」を策定するとともに、令和５（2023）年５月には同計画を

改定し、熱中症対策が強化される等、将来予測される被害の回避・軽減等の対策（適応策）

にも注力する等、気候変動への対策を加速しています。 

 

○ 京都府では、将来の世代に恵み豊かな環境を残すため、パリ協定が求める気温の上昇を

1.5℃に抑える努力の追求が私たちの使命であると考え、令和２（2020）年２月に、「令和

32（2050）年温室効果ガス排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言しました。そして、その実

現に向けて、これまでの取組の進捗を踏まえつつ、令和２（2020）年 12月に京都府地球温

暖化対策条例（平成 17年京都府条例第 51号）の改正を行い、令和 12（2030）年度までに

 
29 気候変動の脅威への世界的な対応の強化と、持続可能な発展及び貧困撲滅の文脈の中で、1.5℃

の気温上昇に係る影響、リスク及びそれに対する適応、関連する排出経路、温室効果ガスの排出

量の削減（緩和）等に関してまとめられている。 
30 正味・実質という意味の英単語「net」と排出量ゼロの「zero」を組み合わせた言葉。再生可能

エネルギーの導入や省エネルギーによって、そもそもの温室効果ガスの排出量を削減するととも

に、発生した温室効果ガスを、植林や森林保全活動等の取り組みで吸収・固定することによって

人間による活動全体での排出量が差し引きゼロになっている状態を指す。 
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平成 25（2013）年度と比べて温室効果ガス排出量を 40％以上削減することを新たな目標と

して設定することとし、この新たな目標の達成に向けた方策を明らかにするため、令和３

（2021）年３月に「京都府地球温暖化対策推進計画」を策定しました。同計画については、

令和５（2023）年３月に温室効果ガス排出量の削減目標を 46％以上に引き上げる見直しを

行い、現在は、令和７（2025）年２月に国の「地球温暖化対策計画」が改定されたことを踏

まえた見直しを行っているところです。 

  また、府内市町村においても、ゼロカーボンシティの表明や、地域の実情に応じた取組

が進められています。こうした動きを背景に、府・市町村・府民・事業者が一体となって

「オール京都」で脱炭素社会の実現に向けた行動を加速させています。 

 

 
温室効果ガスの総排出量の推移 

 

 
 

 

 
 

部門別の府内温室効果ガス排出量の推移 
  

・エネルギー消費効率の向上や再生可能エネルギーの導入拡大等により、基準年度と比較して温室効果ガ

ス排出量は減少している。一方で、コロナ禍等の社会情勢の影響もあり、排出量には変動がみられる。 
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①事業者に関する対策 

・ 京都府地球温暖化対策条例に基づく温室効果ガスの排出量が多い事業者や小売電気事業

者に対する排出量削減計画書等の報告・公表制度や環境マネジメントシステムの導入義務

制度等により、事業者の自主的な取組による排出削減を促進するとともに、省エネルギー

設備や、太陽光発電設備と蓄電池の同時設置等による自立型再生可能エネルギー設備の導

入支援等に取り組んできました。 

・  地域金融機関・産業界・行政を構成団体とする「地域脱炭素・京都コンソーシアム」を 

設立するとともに、地域金融機関と中小企業が活用しやすいサステナビリティ・リンク・

ローン（ＳＬＬ）31の仕組みである「京都ゼロカーボン・フレームワーク」を令和５（2023）

年１月に構築し、京都府内の企業の大半を占める中小企業の脱炭素化に取り組んでいます。 

・ サプライチェーンでの脱炭素化に意欲的な府内企業に対し、国内外におけるＥＳＧ投資32

の潮流の中で世界的な標準となりつつあるＳＢＴ33等の認証取得、温室効果ガスの排出量削

減目標や再生可能エネルギーの導入計画等の策定を支援しています。 

・ 一方で、長期的な温室効果ガスの排出量削減目標の達成に向けて、更なる排出抑制が求

められており、一層の省エネルギーの促進・再生可能エネルギーの普及が課題となってい

ます。また、オゾン層保護対策として特定フロンから「代替フロン34」への転換が進み、温

室効果の高い代替フロンの排出量が増大していることから、代替フロンの排出抑制が求め

られています。 

 

②建築物に関する対策 

・ 一定規模以上の建築物を新築・増築する建築主に対する京都府地球温暖化対策条例に基

づく特定建築物排出量削減計画書の報告・公表制度等を通じて、建築物の断熱、省エネル

ギー設備の導入等の温室効果ガスの排出量削減措置、再生可能エネルギーを利用するため

の設備の導入、一定量以上の府内産木材等の使用等を促進しています。 

・ 建築物は、温室効果ガスの排出に長期にわたり大きな影響を与えることから、京都府Ｚ

ＥＢ35アドバイザー派遣事業等による既存の建築物も含めた一層の排出削減の取組や住宅

の総合的なエネルギー消費の抑制に向けた取組、再生可能エネルギーを利用するための設

備のより一層の導入に向けた取組の促進が必要となっています。 

 

③自動車交通に関する対策 

・ 府内の温室効果ガス排出量の約２割を占める運輸部門の対策のため、電気自動車（ＥＶ）、

プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）を次世代自動車と位

置付け、その普及に向けた取組を推進してきました。令和７（2025）年３月末時点における

府内の次世代自動車の普及台数は 15,199台となりましたが、「京都府地球温暖化対策推進

計画」で定める目標の「20,000台」に向け、今後更なる普及が必要です。 

 

 
31 借り手が野心的なサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（ＳＰＴｓ）を達成するこ

とを奨励するローンのこと。 
32 環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）といった要素を考慮する投資

のこと。 
33 Science Based Targetsの略称。温室効果ガス削減目標の指標の一つで、2015 年に採択された

パリ協定が求める温室効果ガス削減水準と整合した温室効果ガス削減目標のこと。 
34 冷蔵庫やエアコンの冷媒、断熱材等に使用されているフロンの一種であり、オゾン層破壊効果

のある特定フロンの代替として利用されているハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）の総称。オ

ゾン層破壊効果はないものの、温室効果がＣＯ２の数十倍から１万倍超と高く、地球温暖化防止の

ためには代替フロンの排出抑制対策が必要とされている。 
35 Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、快適な室内環境を

実現しながら、省エネルギーにより使用するエネルギーを減らし、再生可能エネルギーにより使

用するエネルギーを創ることで、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにする建物

をいう。 
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④家庭に関する対策 

・ 家庭部門に向けては、地球温暖化防止活動推進員等による出前講座等の啓発活動、学校

や家庭で取り組む「夏休みＣＯ２ゼロチャレンジ」、家電販売店の従業員が省エネルギー性

能のアドバイスを行うマイスター制度等により、省エネルギー意識の向上に取り組んでき

ました。また、停電時にも活用できる太陽光と蓄電池の同時設置による自立型再生可能エ

ネルギー設備の導入支援や、省エネルギー効果の高い家電の購入支援、断熱・気密性能の

高い省エネルギー住宅（ＺＥＨ36等）の新築・購入支援も行ってきました。 

・ しかし、コロナ禍での生活様式の変化、世帯数や世帯当たりの家電製品の増加等により、

家庭部門での温室効果ガスの削減の程度は、緩やかなものとなっており、府民への啓発に

加え、省エネルギー家電・高効率機器（ヒートポンプ式電気給湯器・潜熱回収型高効率ガス

給湯器等・家庭用燃料電池等）・省エネルギー住宅の導入・普及に向けた取組や、家庭向け

の再生可能エネルギーの導入支援等、家庭部門の削減強化が必要となっています。 

 

⑤京都府自らの温暖化対策 

・ 京都府自らの率先実行計画である「府庁の省エネ・創エネ実行プラン」（令和３（2021）

年 12月策定）に基づき、「2050年温室効果ガス排出量実質ゼロ」に向け、京都府自ら率先

して温室効果ガス排出量削減のための取組を進めていきます。 

・ 削減目標の達成に向け、省エネルギーの徹底（建築物のＺＥＢ化、庁舎の照明のＬＥＤ

化等）、最大限の再生可能エネルギーの導入、再生可能エネルギーによって創られた電気

の率先的な調達について、計画的・効率的に実施していく必要があります。 

 

⑥気候変動の影響への適応策の推進 

・ 「京都府地球温暖化対策推進計画」における適応策を拡充し、令和３（2021）年３月に「地 

域気候変動適応計画」として位置付けました。 

・  また、気候変動適応法（平成 30年法律第 50号）に基づく「地域気候変動適応センター」 

として、令和３（2021）年７月、京都府、京都市及び総合地球環境学研究所の３者で「京都

気候変動適応センター」を設立し、地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する

情報の収集、整理、分析及び府民や事業者への情報発信等を行う拠点としています。 

・  本センターでは、市町村や研究機関等との連携の下、将来予測計算や地域気候変動適 

応計画の充実に必要な情報をさらに収集し、将来予測計算に向けた分析を進めるとともに、

気候変動影響の評価や予測、適応策の検討等を進め、「京都ならではの変革的適応」を模

索しています。また、事業の成果は、ホームページや広報誌、セミナー等により、広く発信

しています。 

 

〈 今後の施策展開における課題 〉 

◯ 今後は、京都府が掲げる脱炭素社会の実現に向け、行政や企業、市民団体、個人等、あら

ゆる主体を巻き込んだ温室効果ガス削減対策（緩和策）を加速しなければなりません。 

◯ また、気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、熱中症リスクの増加等、既

に起こり始めている気候変動の影響に対する適応策についても、対策を急ぐ必要がありま

す。 

○ このため、京都府の特性を活
い

かして、一層の温室効果ガスの排出削減や再エネ設備の機

能向上、気候変動影響への適応に資するイノベーションを創出する仕組みの構築等、環境

と経済・社会課題の同時解決を目指す取組の推進が必要です。 

 
36 Net Zero Energy Houseの略称で、快適な室内環境を実現しつつ、省エネルギーにより使用す

るエネルギーを減らし、再生可能エネルギーにより使用するエネルギーを創ることで、建物で消

費するエネルギーの収支をゼロにする家をいう。 
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(2) 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組 

 

・ 京都府では、「再エネで電気を創り、貯めて、賢く使う」という新たな時代のエネルギ

ー社会システムへの変革を目指し、家庭、事業者及び地域の各分野で再生可能エネルギー

の導入の促進に取り組んでいます。 

・ 国のＦＩＴ制度37開始により、太陽光発電を中心に急速に導入が拡大した一方、近年は

買取価格の低下等により導入量の増加率が減少しています。 

・ 今後は、脱炭素化の要請の高まりを受けた中長期的な将来を見据え、自家消費型の再生

可能エネルギーの導入の一層の促進や、地域振興・地域レジリエンス向上に資する地域共

生型の再生可能エネルギーの普及促進、既存電源の有効活用の取組等、再生可能エネルギ

ーの「主力電源化」に向けた取組の一層の促進が必要です。 

 

 

○ 再生可能エネルギーの導入等の促進は、温室効果ガスの排出抑制を図る上で重要である

だけでなく、府民が安心・安全に利用することができるエネルギーの安定的な確保におい

ても重要な取組です。 

  国においては、令和７（2025）年２月 18日に閣議決定した「第７次エネルギー基本計画」

において、エネルギー政策の基本方針であるＳ＋３Ｅ38の原則の下、エネルギー安定供給の

確保に向けた投資を促進する観点から令和 22（2040）年やその先のカーボンニュートラル

の実現に向けたエネルギー需給構造を視野に入れつつ、今後取り組むべき政策課題や対応

の方向性をまとめ、再生可能エネルギーについては、引き続き「主力電源化」を目指すこと

が示されました。 

   京都府では、平成 27（2015）年７月に京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関す

る条例（平成 27 年京都府条例第 42 号）を制定し、同条例に基づく再生可能エネルギーの

導入等の促進に関する施策を実行するための「再生可能エネルギーの導入等促進プラン（第

２期）」においては、令和 12（2030）年度までに府内の総電力需要量の 36％～38％を再生

可能エネルギーで賄うとともに、府内の総電力需要量に対して 25％以上の再生可能エネル

ギーを導入することを目標に設定し、府内の省エネルギーによる電力需要量の削減と再生

可能エネルギーの導入の促進を図る総合的な施策に取り組んでいます。また、「第７次エ

ネルギー基本計画」を踏まえた目標の見直し等に向けて取組を進めています。 

 

○ 具体的には、新たな時代のエネルギー社会システムを目指し、「再エネで電気を創り、

貯めて、賢く使う」というコンセプトの下、家庭、事業者及び地域の各分野で次のとおり再

生可能エネルギーの導入等の促進に取り組んでいます。 

 

①家庭向け施策 

・ 家庭向けには、府民の方からの再生可能エネルギーの導入に関する相談に対応し、適切

な設備導入を提案することができる人材を京都府が認証する「京都再エネコンシェルジュ

認証制度」を実施しています。 

・ また、市町村と連携した太陽光発電設備と蓄電池の同時導入支援制度やＰＰＡ等の初期

投資ゼロモデル39による太陽光発電設備の導入促進、金融機関と連携した住宅への太陽光発

電設備等の設置を支援する「スマート・エコハウス促進融資」を実施しています。 

 
37 正式名称は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」であり、再生可能エネルギーで発電し

た電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度のこと。 
38 「安全性（Safety）」を前提とした上で、「エネルギーの安定供給（Energy Security）」を

第一に考え、「経済効率性（Economic Efficiency）」の向上、つまり低コストでのエネルギー

供給を実現し、同時に「環境への適合（Environment）」を図る我が国のエネルギー政策の基本

的な考え方のこと。 
39 需要家が保有する場所を発電事業者が借りて無償で発電設備を設置し、発電した電気を需要家

が購入する導入モデルのこと。 
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②事業者向け施策 

・ 事業者向けには、中小企業等による再生可能エネルギー設備と効率的利用設備の同時導

入計画に関する認定制度と同認定に基づく再生可能エネルギー設備等の導入に関する支援

制度（税制優遇又は補助金）を実施しています。 

・ また、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づき、一定規模以上

の建築物の新築・増築時に再生可能エネルギー設備の導入を義務化するとともに、設計者

が建築主に対し、建築物へ導入できる再生可能エネルギー設備の最大量等の説明を行うこ

とを義務付けています。併せて、義務付けられている再生可能エネルギー設備の導入量を

超えて設備を導入する場合の支援制度（補助金）を設け、導入ポテンシャルの高い建築物

の屋根への太陽光発電設備の設置を促進しています。 

 

③地域向け施策 

・ 地域住民と協働して再生可能エネルギーの導入等を行うための総合調整を行う団体の登

録制度（要件を満たす団体に対する支援制度（税制優遇））や、地域資源を活用した風力や

バイオマス発電施設整備に対する支援制度（補助金）、発電と営農が両立する営農型太陽

光発電に対する支援制度（補助金）を実施しています。 

 
京都府内の総電力需要量に対する再生可能エネルギー発電量の推移 

（目標年度・目標値は再生可能エネルギーの導入等促進プランに基づくもの） 
 

〈 今後の施策展開における課題 〉 

○ 大企業ではＲＥ10040への参画等、再生可能エネルギー由来の電力の調達が標準化しつつ

ありますが、再生可能エネルギーの導入や利用に対する取組が不十分な中小企業、又は府

民に対しても再生可能エネルギーの導入や利用拡大を促す取組が必要です。 

○ 再生可能エネルギーの導入拡大は、地球温暖化対策だけでなく、電源の分散化による災

害時・緊急時の地域のレジリエンス強化に資するものであり、昨今の頻発する災害への対

応の観点からも、環境と共存する地域共生型の再生可能エネルギーの一層の導入拡大が必

要です。 

○ また、再エネ設備の老朽化の問題が顕在化していく中、今後、既存の再エネ設備を長期

安定的に活用していくための取組や、再エネ設備の廃棄・リサイクルの取組の推進も必要

です。 

 
40 Renewable Energy 100の略称で、企業が自らの事業の使用電力の 100％を再生可能エネルギー

で賄うことを目指す国際的なイニシアチブのこと。 
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○ 再生可能エネルギーを活用する上で、エネルギーを大規模かつ長期間貯蔵できる水素が

注目されており、今後は、再生可能エネルギーの主力電源化を支える水素社会の実現のた

め、府内の水素需要の拡大や府民の水素への理解の醸成の取組が必要です。 
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(3) 自然に親しみ自然とともに生きる地域づくり  

 
・ 京都府では、生物多様性の保全のため、生物多様性情報の集積と利活用、府民協働に

よる希少種保全活動、外来生物対策、国定公園の整備等を推進しています。 

・ しかしながら、府内では絶滅のおそれのある野生生物の種数が増加する等、貴重な生

物多様性が失われつつあります。 

・ 今後、従来の生態系維持・回復対策に加え、「30by30目標」に向けた地域における生

物の多様性の増進のための活動（以下「地域生物多様性増進活動」という。）や企業によ

る自然資本に配慮した持続可能な事業活動を支援する取組が重要であり、「きょうと生

物多様性センター」を核とし、多様な主体との連携により生物多様性の保全・利活用を

進めていくことが重要です。 

 

○ 地球上には数百万種ともいわれる生物種が存在しており、そうした生物や生態系の豊か

さのことを「生物多様性」といいます。私たちの暮らしは、衣食住や水の供給、気候の安定

等、生物多様性を基盤とする生態系から得られる恩恵によって支えられており、これらの

恩恵を「生態系サービス」と呼びます。このように私たちの生活に密接に関わる生物多様性

は、現在、主に人間の様々な活動により、危機的な状況にあります。 

そこで、平成４（1992）年には、生物多様性の保全等を目指す国際条約である「生物多様

性条約」が締約され、それを受けて日本国内でも「生物多様性国家戦略」（平成７(1995）

年）や生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）が定められる等、様々な取組が始めら

れました。 

 

○ 令和４(2022)年 12 月には、「生物多様性条約第 15 回締約国会議（ＣＯＰ15）」におい

て新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、令和 12（2030）

年までのミッションとして、「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反

転させるための緊急の行動をとること」といういわゆるネイチャーポジティブが掲げられ

ました。 

そして、国内では、ネイチャーポジティブの実現のために「生物多様性国家戦略 2023－

2030」（令和５(2023)年３月）が策定され、令和 12（2030）年までに陸と海の 30％以上を

健全な生態系として効果的に保全する「30by30目標」の達成に向けた、戦略と行動計画が

示されました。 

 

○ 府内では 13,000種以上の野生生物が確認されており、その豊かな生物多様性は、複雑な

地理的条件や多彩な生態系が様々な形で関わり合うバランスの上に成り立っています。先

人たちはそうした自然から得られる恵みにより、個性豊かな京都の文化を築きながら暮ら

してきました。 

 

○ しかし、京都府においてもその貴重な生物多様性は失われつつあります。府内の絶滅の

おそれのある野生生物の種の現状を取りまとめた「京都府レッドデータブック」（平成 14

（2002）年作成、平成 27（2015）年改訂）に掲載されている種数は、平成 14（2002）年版

では 1,595種でしたが、平成 27（2015）年版では 1,935種まで増加しました。この数字は

府内で確認されている野生生物種（13,074種）の約 15％に当たるものです。 

原因は、開発や乱獲、ニホンジカやイノシシ等の野生鳥獣による食害や外来生物の急増、

維持管理がされなくなった里地・里山の増加、人々の「自然離れ」等、極めて多岐にわたり

ます。 

 

○ 生物多様性を守り、持続的に利用していくことは、私たちだけでなく、将来の世代のた

めにも必要です。特色ある京都の文化の礎であり賜物でもある生物多様性を守ることは、

京都の魅力を高め、地域創生の潜在力を向上させることにもつながる重要な取組になりま

す。こうした認識の下、京都府では様々な施策を進めています。 
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①生物多様性の保全に向けて 

・ 生物多様性の保全と持続可能な利用を定めた総合的な基本計画として、平成 30（2018）

年３月に「京都府生物多様性地域戦略」を策定（令和５（2023）年 10月一部改定）し、同

戦略のリーディングプロジェクトとして、生物多様性に係る情報の集積・利活用・継承を

行う「きょうと生物多様性センター」の運営を令和５（2023）年４月に開始しました。 

・ 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例（平成 19年京都府条例第 51号）

に基づく指定希少野生生物の保全事業を府民との協働により推進しており、指定希少野生

生物4133 種及び１種２地域個体群に係る保全回復事業計画を策定し、保全団体と協働して

アユモドキ、ヤマトサンショウウオ、ベニバナヤマシャクヤク等の 11種の保全に取り組ん

でいます。 

・ 外来生物による生態系等への被害防止対策としては、農産物への被害が大きいアライグ

マ及びヌートリアに対する府市町村協議会での広域的防除や、京都市、地元住民等との協

働・連携によるアルゼンチンアリ防除等を実施しています。平成 30（2018）年度には「侵

入特定外来生物バスターズ」事業を開始し、ヒアリ、クビアカツヤカミキリ及びオオバナ

ミズキンバイを対象として、侵入監視や初期防除の徹底に取り組んでいます。 

 

②自然とのふれあいの機会の充実 

・ 自然とふれあう場の創出や、貴重な自然環境、景観、里地・里山の保全に関する取組とし

て、自然公園42、長距離自然歩道43、京都府自然環境保全地域44等を指定し、整備や利活用を

進めています。 

・ 国定公園等の自然公園や、長距離自然歩道、自然環境保全地域において、案内板やトイ

レ等の整備を行い、関係市町村や地域等が展開するエコツーリズムの推進に寄与していま

す。 

・ 都市公園である京都府立丹後海と星の見える丘公園においては、公園内での環境学習の

取組を実施しており、年間約 7,000人が環境学習に参加しています。 

 

③生命を育む自然の保全と創出 

・ 平成 28（2016）年３月には、芦生地域を中心とした由良川及び桂川上中流域の広大なエ

リアが「京都丹波高原国定公園」として新規指定されました。これは、人と自然の相互作

用により生み出された景観（文化的景観）が高く評価されたものです。その発信拠点とし

て、平成 30（2018）年３月に「京都丹波高原国定公園ビジターセンター」を整備し、さら

に、令和２（2020）年３月には公園区域の拡大が行われました。 

・ 山陰海岸国立公園を中心とした山陰海岸地域では、多様かつ貴重な地質・地形が多く存

在することから、平成 22（2010）年 10月に「山陰海岸ジオパーク45」としてユネスコ世界

ジオパークに認定されました。現在、関係府県・市町、民間団体で構成する「山陰海岸ジオ

 
41 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例において、保全すべき種として指定さ

れる生物種。捕獲や所持、譲渡し等が規制されるとともに、それぞれの種について、府民協働に

よる保全回復事業を行うこととしている。 
42 優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休

養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として、自然公園法

（昭和 32年法律第 161号）により指定される公園。国が指定する国立公園と国定公園、都道府

県が指定する都道府県立自然公園の３種類がある。 
43 豊かな自然や歴史、文化にふれあうとともに、健全な心身の育成や自然保護に対する理解を深

めることを目的として整備された、長距離の自然歩道。環境省が計画を定め、各都道府県が整

備、管理運営する。京都府内には東海自然歩道及び近畿自然歩道が通過している。 
44 原生的な自然として各種多様な生物種を保存する学術上高い価値を持つ自然環境を、府民の財

産として未来に継承するため、京都府環境を守り育てる条例に基づいて指定する地域 
45 科学的に貴重な、あるいは景観として美しい地形や地質を有し、これらの資源を持続的に研

究、教育、観光等に活用している地域、地区 
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パーク推進協議会」を中心に、地質遺産の保全、地域活性化への活用等が進められており、

京都府も協議会の活動への支援を行っています。 

・ 都市部においては、ヒートアイランド現象の抑止や都市環境の改善を図るため、京都府

地球温暖化対策条例に基づき、一定規模以上の建築物について緑化を義務付けています。

平成 19（2007）年度から令和６（2024）年度までの間に 662,327 ㎡（1,116 件）が緑化さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府内の自然公園・保全地域等一覧 

 

〈 今後の施策展開における課題 〉 

○ これまで様々な取組を進めてきましたが、府内の生物多様性は、依然として危機的な状

況にあります。また、気候変動や森林破壊等によって生態系のバランスが崩れ、人間と野

生生物が接触する機会が増えたことが、様々な感染症が発生するリスクの要因といわれて

います。 

○ 生物多様性の持続可能な保全と利活用に向けて、生態系の保全、自然環境学習の機会や

担い手育成の場づくり、自然資源の適正利用による里地・里山の保全やグリーンインフラ46

等の取組を推進するとともに、「30by30目標」に向けた地域生物多様性増進活動や企業に

よる自然資本に配慮した持続可能な事業活動を支援していくことが必要です。 

〇 また、「きょうと生物多様性センター」を核として、多様な主体の積極的な参画と連携・

協力関係を構築し、保全活動や交流を通じた地域の活性化や社会の生物多様性に対する気 

運の醸成を進めていくことが必要です。 

 

 
46 第５章２(2)参照 
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京都府レッドデータブックの掲載種数の推移 

上段は 2015 年版、下段（ ）内は 2002 年版の掲載種数  

 絶滅種 
絶滅寸前

種 
絶滅危惧

種 
準絶滅 
危惧種 

要注目種 計 
自然環境 
目録 

哺乳類 
2 

(2) 
9 

(10) 
6 

(4) 
7 

(5) 
3 

(4) 
27 
(25) 

52 
(48) 

鳥類 
0 

(0) 
8 

(8) 
48 
(49) 

50 
(45) 

2 
(2) 

108 
(104) 

358 
(336) 

は虫類 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
2 

(1) 
10 
(11) 

12 
(12) 

16 
(16) 

両生類 
0 

(0) 
4 

(3) 
1 

(2) 
3 

(2) 
11 
(12) 

19 
(19) 

22 
(22) 

淡水魚類 
3 

(2) 
12 
(11) 

14 
(13) 

6 
(5) 

8 
(9) 

43 
(40) 

116 
(114) 

昆虫類 
28 
(24) 

82 
(84) 

106 
(104) 

68 
(62) 

213 
(174) 

497 
(448) 

7,083 
(6,389) 

クモ類 
0 

(0) 
0 

(0) 
5 

(6) 
3 

(3) 
2 

(0) 
10 
(9) 

357 
(303) 

甲殻類及びその他
の 

淡水産無脊椎動物 

0 
(0) 

0 
(1) 

1 
(0) 

2 
(3) 

3 
(1) 

6 
(5) 

43 
(19) 

陸産貝類 
0 

(0) 
4 

(1) 
8 

(10) 
16 
(9) 

15 
(21) 

43 
(41) 

114 
(112) 

淡水産貝類 
5 

(0) 
9 

(5) 
5 

(9) 
4 

(3) 
2 

(1) 
25 
(18) 

51 
(47) 

動物 計 
38 

(28) 
128 

(123) 
194 

(197) 
161 

(138) 
269 

(235) 
790 

(721) 
8,212 

(7,406) 

シダ植物 
5 

(5) 
36 
(27) 

33 
(30) 

16 
(13) 

32 
(33) 

122 
(108) 

357 
(264) 

種子植物 
45 
(62) 

222 
(157) 

224 
(141) 

182 
(142) 

75 
(54) 

748 
(556) 

2,420 
(2,196) 

コケ植物 
4 

(0) 
44 
(53) 

46 
(47) 

36 
(35) 

8 
(3) 

138 
(138) 

552 
(553) 

車軸藻類 0 0 0 0 19 19 21 

地衣類 0 0 1 22 0 23 163 

菌類 
3 

(5) 
31 
(33) 

7 
(0) 

27 
(25) 

27 
(9) 

95 
(72) 

1,349 
(1,106) 

植物・菌類 計 
57 

(72) 
333 

(270) 
311 

(218) 
283 

(215) 
161 
(99) 

1,145 
(874) 

4,862 
(4,119) 

野生生物 計 
95 

(100) 
461 

(393) 
505 

(415) 
444 

(353) 
430 

(334) 
1,935 

(1,595) 
13,074 

(11,525) 

【京都府レッドリスト カテゴリー】 

絶滅種：京都府内ではすでに絶滅したと考えられる種 

絶滅寸前種：京都府内において絶滅の危機に瀕している種 

絶滅危惧種：京都府内において絶滅の危機が増大している種 

準絶滅危惧種：京都府内において存続基盤が脆弱な種 

要注目種：京都府内の生息・生育状況について、今後の動向を注目すべき種及び情報が不足している種 
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(4) 限りある資源を大切にする循環型社会づくり 

 

・ 京都府では、循環型社会の実現に向けて、廃棄物の３Ｒの取組を推進しています。 

・ 府内の廃棄物排出量は着実に減少している一方で、プラスチックごみのように一層

の３Ｒが必要となる分野も見受けられます。 

・ 今後は、新たな技術や仕組みの導入、ライフスタイルの見直しを通じて、プラスチ

ックごみを始めとする廃棄物の発生抑制、再使用の２Ｒ47の取組がより進む社会シス

テムが構築され、廃棄物が限りなく削減された循環型社会の実現に向けた取組を加速

化する必要があります。 

 

○ 令和２（2020）年３月にＥＵが新たな「循環経済行動計画」を打ち出し、令和４（2022）

年３月には国連総会において「循環経済に関する決議」がなされる等、循環経済への移行

に向けた取組は世界的な潮流となっています。また、令和５（2023）年７月にＥＵが自動

車の再生プラスチック最低含有率の法定化等を盛り込んだＥＬＶ規則案48を示す等、国際的

に再生材の利用を進める動きが顕在化しています。 

 

○ 我が国においては、令和６（2024）年８月、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移

行を契機として、循環型社会を実現するための「第五次循環型社会形成推進基本計画」が

閣議決定されました。また、同年５月には、脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源

循環の取組を一体的に促進するため、再資源化事業等の高度化に係る認定制度等を定めた

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法律第 41号）が

成立し、令和７（2025）年中に本格施行が予定されています。 

 

○ 京都府では、平成 15（2003）年に「京都府循環型社会形成計画」を策定し、以降３回に

わたりこれを改定し（直近は、令和４（2022）年）、循環型社会づくりを計画的に進めるた

め、一般廃棄物の処理を担当する市町村や産業廃棄物を排出・処理する事業者と連携して、

廃棄物の発生抑制や再使用を基本とする３Ｒに取り組んでいます。 

 

① 廃棄物処理対策の状況 

・  京都府内においては、１年間に約 70万トンの一般廃棄物と約 440万トンの産業廃棄物49

が排出されています（一般廃棄物は令和５（2023）年度実績、産業廃棄物は令和元（2019）

年度実績。本段落において以下同じ。）。これらは、リサイクルや焼却等の減量処理を行

った後、約９万トンの一般廃棄物と約 11 万トンの産業廃棄物として最終処分場に埋め立

てられています。一般廃棄物の排出量については、府民１人当たり１日 749ｇとなり、全

国平均（851ｇ）を下回っています。 

・ また、産業廃棄物については、その排出抑制等を目的として、最終処分場に搬入される

産業廃棄物に対する「産業廃棄物税」の導入（平成 17（2005）年４月）、「産業廃棄物の

減量・リサイクル戦略プラン」の策定（平成 18（2006）年 12月）、「産業廃棄物減量・リ

サイクル推進ネットワーク協議会」の設置（平成 20（2008）年７月）等、継続的な取組を

進め、平成 23（2011）年６月には、府内の産業界、廃棄物処理業界、研究機関、京都府及

び京都市が連携し、府内企業に対する産業廃棄物の減量・リサイクルの取組支援を目的に

 
47 ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）のうち、リサイクルに比べて優先順位が高いもの

の取組が遅れているリデュース及びリユースを特に抜き出して「２Ｒ」とまとめて呼称している

もの。 
48 欧州連合（ＥＵ）が 2023 年７月に公表した、現行のＥＬＶ（End of Life Vehicle）指令（廃

自動車指令）等を改正する「自動車設計の循環性要件及び廃自動車管理に関する規則案」。同規

則案では、自動車の再生プラスチック最低含有率の法定化等が盛り込まれている。 
49「産業廃棄物」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）に規定さ

れる、事業活動に伴って排出される燃え殻、汚泥、廃プラスチック類等の廃棄物のことであり、

「一般廃棄物」とはそれ以外の廃棄物をいう。 
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「京都府産業廃棄物減量・リサイクル支援センター」を設立（平成 24（2012）年から「一

般社団法人京都府産業廃棄物３Ｒ支援センター」に改称）し、産業廃棄物税を活用した産

業廃棄物の３Ｒの総合的な支援を進めています。 

・  こうした取組によっても、なお埋め立てせざるを得ない廃棄物の処分先として、最終処

分場の確保は避けることのできない課題であり、京都府では、本来、民間事業者が設置す

る産業廃棄物最終処分場を補完するため、公共関与による最終処分場の確保にも努めてき

ているところです。京都府が出資している株式会社京都環境保全公社は、最終処分場を有

し、さらに収集運搬・中間処理も含めた一貫処理システムにより産業廃棄物適正処理事業

を実施しており、今後の循環経済への移行を支える役割も期待されます。 

また、産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、京都府産業廃棄物処理施設設置等の手

続に関する条例（平成 26 年京都府条例第 15 号）に基づく手続を通して、地域における合

意形成が円滑に行われ、生活環境の保全を確保しています。 

 

 
 

 

 
 

 

 

 産業廃棄物の排出量等の推移 

 

 一般廃棄物の排出量等の推移 
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②不法投棄対策の推進 

・  不法投棄対策については、市町村、他府県、警察等の関係機関と連携し、監視パトロー

ルを強化するとともに、京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例（平成 14年京都

府条例第 42号）等に基づき、不法投棄等の早期発見、早期対応による未然防止と原状回復

に取り組んでいます。 

 

③プラスチックごみの削減 

・ 「京都府循環型社会形成計画」に基づき、使い捨てプラスチックの削減、プラスチックご

みの３Ｒの促進及び海洋プラスチックごみ対策に取り組んでいます。 

・ 具体的には、事業者とマイボトルの普及に関する協定の締結、府主催イベント時におけ

る給茶スポットの設置・普及活動やプラスチック対策セミナーの開催、リユース容器導入

補助事業、代替プラスチック製品の技術開発補助事業等を行ってきました。 

 

④海岸漂着物対策 

・  京都府北部日本海側においては日本三景の一つ「天橋立」等優れた自然景観が形成され

ていますが、近年、国内外からの大量の海岸漂着物による漁業への影響等が見受けられま

す。 

・  国が海岸漂着物処理推進法50（平成 21年法律第 82号）を制定（平成 21（2009）年７月） 

するとともに、同法に基づく基本方針を策定（平成 22（2010）年３月）したことを受け、 

京都府では府域における海岸漂着物対策の総合的かつ効果的な推進を目的として、平成 23 

（2011）年 12月に、「京都府海岸漂着物対策推進地域計画」を策定し、国、市町村、府民

等と連携して、海岸漂着物の回収・処理、発生抑制対策等を講じています。 

 

⑤食品ロスの削減 

・  我が国においては、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段

階において日常的に廃棄され、令和４（2022）年度は約 472万トン（推計値）の食品ロス

が発生しています。その中で、令和元（2019）年 10月に、食品ロスの削減の推進に関する

法律（令和元年法律第 19号）が施行され、令和２（2020）年３月に「食品ロスの削減の推

進に関する基本的な方針」が示され、令和７（2025）年３月には、令和７（2025）年度か

ら令和 11（2029）年度までを対象とした第２次基本方針が示されました。京都府では、「京

都府食品ロス削減推進計画」（令和４（2022）年３月）を策定し、多様な主体と連携しな

がら地域の実情に応じた取組を推進しています。 

また、10月の「食品ロス削減月間」には、民間企業と連携し、府内全域で食品ロス削減

に向けた啓発を行うほか、食品ロス削減等の取組を実践する事業者に対する「食べ残しゼ

ロ推進店舗」認定事業や市町村等と連携したセミナー等の開催、企業や団体によるフード

ドライブ51活動の募集等の施策を進めています。 

 

⑥災害廃棄物処理対策 

・  近年頻発している地震や水害等の自然災害により、多量の災害廃棄物が発生し、その処

理が復旧・復興における大きな課題となっています。京都府では、これに備えるため、平

成 31（2019）年３月に「京都府災害廃棄物処理計画」を策定しました。 

・  府内各市町村においても災害廃棄物処理計画の策定が進むよう、令和元（2019）年６月 

に「市町村災害廃棄物処理計画策定マニュアル」を作成し、令和７年３月時点では 26市 

町村中 25市町村が計画を策定済みです。 

 

 

 
50 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保

全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 
51 家庭で余っている食品を集め、食品を必要としている地域のフードバンク等の生活困窮者支援

団体、子ども食堂、福祉施設等に寄付する活動  
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⑦ＰＣＢ廃棄物の処理体制の整備  

・  強い毒性が問題となり、昭和 47（1972）年に製造中止となったポリ塩化ビフェニル（Ｐ

ＣＢ）については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平

成 13年法律第 65号）に基づく適正処理のための体制整備が進められてきました。 

京都府でも、同法に基づき平成 16（2004）年７月「京都府ポリ塩化ビフェニル廃棄物処

理計画」を策定し、府内におけるＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理に向けて、ＰＣＢ廃

棄物を保管する事業者等に対し、指導を行っています。 

処理の対象となるＰＣＢ廃棄物については、当初から対象とされた変圧器、コンデンサ

ーに加え、蛍光灯安定器も対象となることが後から判明した経緯があり、今後、それぞれ

の特性を踏まえた適正処理を指導していきます。 

 

〈 今後の施策展開における課題 〉 

○ 資源の投入量・消費量を抑えつつ、製品等をリユース・リペア・メンテナンス等により

長く利用し、循環資源をリサイクルする３Ｒの取組を進め、再生可能な資源の利用を促進

し、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて資源・製品の価値を回復し、維

持し、又は付加することによりその価値の最大化を目指す循環経済（サーキュラーエコノ

ミー）への移行が、資源消費を最小化し廃棄物の発生抑制や環境負荷の低減等を実現し、

循環型社会を形成するために必要です。 

○ また、廃棄物の適正処理は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から不可欠であ

り、循環型社会を形成するための前提となるものです。引き続き、不法投棄の未然防止や

ＰＣＢ廃棄物の早期処理等に向けた対応が必要です。また、災害時の備えとして、災害廃

棄物の処理を適正かつ迅速に実施するための体制の確保も求められます。  
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(5) 府民生活の安心・安全を守る環境管理の推進 

 

・ 京都府では、府民生活の安心・安全を守るため、大気や水質等の環境モニタリングを実

施するとともに、発生源への指導監督等により環境リスクの管理に取り組んでいます。 

・ これまでの取組の結果、大気や水質等の環境基準は一定達成している状況にあります。 

・ 今後も、環境リスクを適切に管理していくため、アスベスト等環境リスクの高い有害物

質の対策を強化するとともに、環境モニタリングを着実に実施し府民に情報提供していく

ことが必要です。 

 

○ 我が国では、高度経済成長期における産業の重化学工業化等に伴う環境負荷の増大によ

り、大気汚染や水質汚濁等の産業型公害が全国的に拡大、深刻化し、国による法整備等が

進められました。京都府においても、この間、淀川水系河川の水質汚濁等の問題があり、

体制の整備や条例の制定等、公害行政を積極的に行ってきました。 

 

○ このような法整備等に加え、環境技術の進展等により産業型公害は減少しましたが、生

活を便利にするため、多種多様な物を大量に生産し、消費し、廃棄する社会経済活動やラ

イフスタイルの広がりにより、ダイオキシン類52等の新しい有害化学物質による環境汚染が

問題となり、京都府においても環境モニタリングや発生源対策を行ってきました。 

 

○ その中で、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ53）の一部については、「残留性有機汚染物質に

関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）」で廃絶対象となり、我が国においても化学

物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48年法律第 117号。以下「化審法」とい

う。）で製造・輸入等が禁止となりました。ＰＦＡＳについては、内閣府食品安全委員会の

リスク評価を受け、一部の物質が水道法の水質基準項目に位置付けられる等の動きがある

一方、ＰＦＡＳに係る科学的知見が十分でないため、引き続き国の専門家会議等が知見を

収集し、総合的な対応が検討されているところです。 

 

○ また、アスベストを含む建築材料を使用している建築物の解体件数は、国土交通省の推

計によれば今後増加し、令和 10（2028）年頃にピークを迎えるとされています。そのため、

解体に伴うアスベスト飛散防止対策の更なる強化を進めています。 

 

○ 大気汚染、公共用水域や地下水等の水質汚濁及び土壌汚染を防止し、また、有害化学物

質による環境汚染を防止することにより、府民の健康と生活環境を守るための施策は、環

境行政の出発点であり、今後も揺るぎなく着実に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 
52 ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105号）では、ポリ塩化ジベンゾフラン（Ｐ

ＣＤＦ）、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）及びコプラナーポリ塩化ビフェニ

ル（コプラナーＰＣＢ）をダイオキシン類と定義している。塩素の数や付く位置によりＰＣＤＦ

は 135 種類、ＰＣＤＤは 75 種類、コプラナーＰＣＢは 12 種類と多くの異性体があり、毒性の強

さはそれぞれ異なっている。主に廃棄物の焼却等で塩素を含む物質が不完全燃焼することにより

非意図的に生成され、環境中に放出される。食物連鎖を通してプランクトンや魚介類に取り込ま

れていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられている。 
53 主に炭素とフッ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキ

ル化合物のことを指し、１万種類以上の物質があるとされている。その中にははっ水・はつ油性、

熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、溶剤、界面活性剤、繊維・革・紙・プラスチック等

の表面処理剤、イオン交換膜、潤滑剤、泡消火薬剤、半導体原料、フッ素ポリマー加工助剤等、幅

広い用途で使用されている。ＰＦＡＳの１種であるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ及びＰＦＨｘＳは、それ

ぞれ平成 22（2010）年、令和３（2021）年、令和６（2024）年に化審法により製造・輸入等が原

則禁止された。 
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①環境モニタリングの状況 

・ 京都府内の大気環境は、ＰＭ2.5、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化

炭素について全てのモニタリング局で環境基準54を達成できていますが、光化学オキシダン

ト55は全国の状況と同じく環境基準を達成していません。なお、健康被害が生じるおそれが

あるときに発令する光化学スモッグ注意報の発令日数は、平成 24（2012）年度以降年間０

～３日で推移しています。 

 

・ 公共用水域の水質は、環境基準をほぼ達成していますが、日本海側の閉鎖性水域につい

ては、ＣＯＤ56、全窒素及び全燐の環境基準が達成できていない状態が続いています。京都

府北部の阿蘇海については、地域住民や関係団体・自治体等の協働により、「里海」の考え

方を取り入れた総合的な取組が進められています。また、府民参加型の水質調査として、

身近な河川の生態系を調査することで水辺環境への関心を高め、主体的な環境保全の取組

を広げる「身近な川の生物調査」を実施しており、府民参加の輪が広がっています。 

 

②有害化学物質に関する発生源監視 

・ ダイオキシン類等の有害化学物質に関する環境リスク事案は、新たな汚染防止のために 

も、引き続き発生源監視等の対策が必要です。 

・  建築物等の解体等工事において適切な事前調査が行われるよう指導を強化する等、ア 

スベストの環境中への飛散防止対策が必要です。 

 

② 感覚公害の多様化への対応 

・ 騒音・振動・悪臭といったいわゆる感覚公害については、事業活動に起因するものから

日常生活に起因するものまで多岐にわたるとともに、社会情勢の変化に応じて新たな課題

も発生していることから、引き続き市町村等と連携した十分な対応が必要です。 

 

④戦略的環境アセスメント制度の導入 

・ 平成 25（2013）年 12月に「戦略的環境アセスメント制度57」を導入し、事業の早期段階

から地域住民の意見を取り入れるとともに、適正な環境配慮を求めています。しかし、近

年においても、地域への十分な配慮がなされずに開発が計画されて社会問題となる事案は

発生しており、引き続き事業者の環境配慮を促し、地域との調和を確保することが求めら

れています。 

 

 

 
54 環境基本法（平成５年法律第 91号）で、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい基準」と規定されており、大気、水質、土壌及び騒音について、公害防止

に関する各種の施策を実施するに当たり、その行政上の目標として定められたもの（人の健康等

を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標とし

て、その確保を図っていこうとするもの）をいう。 
55 工場や自動車等から排出される窒素酸化物（ＮＯｘ）や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を主体と

する一次汚染物質から太陽光線の照射を受けて生成（光化学反応）されるオゾン等の二次汚染物

質の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質。強い酸化力を持ち、高濃度では

眼や喉への刺激や呼吸器系への影響を及ぼす。 
56 Chemical Oxygen Demandの略。水中の有機物等を化学的に酸化するために必要な酸素の量。

値が大きいほど汚濁の程度が大きいことを示す。 
57 土地の形状変更や工作物の新設等といった事業の実施前に、事業者が事業による環境影響を調

査、予測及び評価し、環境保全対策を検討するとともに、その過程を公開して住民や自治体から

意見を聴くこと等を通じて、環境保全上より望ましい配慮が事業者自らにおいてなされることを

目的とした制度を「環境影響評価制度（環境アセスメント制度）」という。また、事業の実施を

前提とした段階で行われる従来の環境アセスメント制度に対して、より早期の事業計画段階等に

おいて環境配慮を組み込むための制度を「戦略的環境アセスメント制度」という。 



30 

 

〈 今後の施策展開における課題 〉 

○ 環境リスクを管理し、府民の安心・安全を支えるため、引き続き、工場・事業所へ計画的

な立入検査を実施する等、発生源に対する指導監督を行うとともに、今後増加する解体工

事を見据えたアスベスト飛散防止対策の強化等、環境リスクの高い有害物質による環境影

響の回避・低減を図ること、また、環境モニタリング（ＰＦＡＳ等の未規制物質を含む。）

の適切な実施やその結果を府民に分かりやすく発信していくことが必要です。 

○ 一部の地域で局地的に比較的高濃度のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが検出される等、関心が高

まっているＰＦＡＳを始めとして、健康影響等に係る科学的知見が十分でない物質等につ

いての最新の知見を分かりやすく発信していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気環境モニタリングの状況 
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令和６（2024）年度水質環境モニタリングの状況 
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主要環境基準点のＢＯＤ58の経年変化（左：南部河川、右：北部河川） 

  

 
58 Biochemical Oxygen Demandの略。微生物が水中の汚濁質を分解するために必要とする酸素の

量。値が大きいほど汚濁の程度が大きいことを示す。 
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第３章 京都府の将来像  
 

京都府の将来像（令和 32（2050）年頃） 

京都の「豊かさ」をはぐくむ脱炭素で持続可能な社会 

～将来世代のために手を携え、環境・経済・社会の好循環を創出～ 
 

京都府には、面積の４分の３を占める森林を始め海や川、里地・里山等の豊かな自然があ

ります。また、府内には 13,000種以上の野生生物が確認されており、その豊かな生物多様性

は、複雑な地理的条件や多彩な生態系が様々な形で関わり合うバランスの上に成り立ってい

ます。京都府では、長い歴史の中で、こうした自然の恵みと生活の営みの深いつながりが醸

成され、地域の特性を活
い

かした食文化、行催事等に見られるように、府内各地で個性豊かな

地域文化をはぐくんできました。また、第２章でも示した、時代の変化に応じて文化や産業

等新たな価値を生み出す強靱さやチャレンジ精神、学術研究機関の集積等を背景としたまち

づくりを支える協働の力等、京都府が持つ豊かな「力（ポテンシャル）」を受け継いできてい

ます。 

京都の伝統・文化・産業や人々の暮らしの礎であり魅力の源泉となってきた豊かな自然資

本といった京都ならではの「力（ポテンシャル）」等、京都ではぐくまれてきた「豊かさ」を

将来へ引き継いでいくことは私たちの使命です。 

一方、地球温暖化に起因する気候変動の進行は、異常気象による自然災害、農林水産業や

自然生態系への影響、生命に危険を及ぼす熱中症の増加等、私たちの暮らしに様々な望まし

くない影響をもたらしています。また、少子高齢化や本格的な人口減少の進展により、地域

コミュニティの弱体化や地域産業力の低下、地域を支える担い手不足が懸念されています。 

環境分野においては、第２章で示したとおり、気候変動影響の危機的状況や国内外の情勢

を踏まえ、 

・温室効果ガス排出量実質ゼロ（脱炭素）に向けた温室効果ガスの一層の排出抑制や再生可

能エネルギーの最大限の導入等の緩和策の推進、気候変動影響への適応策の充実 

・健全な資源循環の推進に加え、災害廃棄物処理を含む適正処理体制の確保 

・人間活動による環境負荷低減の維持や環境リスクの一層の低減 

・豊かな自然との共生を基本とした自然環境の保全や適正利用等の推進及び生物多様性の

保全等、環境への負荷を可能な限り低減し、自然と調和した新たなライフスタイルや社会

の仕組みへの転換が重要な課題となっています。 

このような難しい課題を解決していくためには、世代、組織、地域等を超えたあらゆる主

体が、環境問題を「自分ごと」として捉え、力を結集し、府民一人一人、あるいは個々の事業

者が行動を開始することが必要です。 

環境を保全するために必要なことは、経済や社会全体で「がまん」することではなく、環

境に優しい消費行動や交通手段の選択が一般化し、個人や企業の環境行動を当たり前のもの

とすることです。例えば、地域の自然資源を活用して再生可能エネルギーを増産し、それを

地域内で消費する「地産地消型」のエネルギーシステムを構築することで、外部への資金流

出を防ぎ、地域経済の活性化につなげることができます。太陽光、風力、中小水力、バイオマ

ス等の分散型電源の導入は、地域のエネルギー自立を促進するとともに、設備の設置・運用・

保守等を通じて新たな雇用を創出し、地域の持続可能な発展に寄与します。 

こうした行動や取組は、環境を保全することにとどまらず、府民の健康水準や生活の質を

高めるとともに、事業者の企業競争力を高めることにもつながります。さらには、地域にお

ける災害への対応力を大幅に高め、より魅力ある安心・安全な地域づくりにつながる社会の

仕組みを構築し、環境・経済・社会の好循環を生み出していきます。環境・経済・社会の好循

環を促すことで、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」を向上させ、持続可

能な社会の構築を加速させていきます。 
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京都府では、多くの資金や資源の投入によって形成される首都圏の「豊かさ」とは本質的

に異なり、京都の自然・文化・歴史に根ざした京都ならではの豊かな「力（ポテンシャル）」

や地域資源が存在していることを強みとして捉えています。これらを最大限に活用し、脱炭

素の時代を切り拓くイノベーションを創出するとともに、脱炭素への挑戦を通じて、さらに

京都の「豊かさ」を発展させ、「豊かさ」の価値を再創造し、はぐくみ続けていく持続可能な

社会の構築を目指します。 

 

このような考え方に基づき、京都府では、長期的な視点に立って、21 世紀半ば（令和 32

（2050）年頃）の京都府社会が目指す将来像（長期目標）を上記のとおり掲げ、本計画を推進

します。 

 

※京都府のウェルビーイング 

本計画では、ウェルビーイングを「府民が幸せを実感できる状態」の意味で用いる。具

体的には、府民が身体的、精神的、社会的に満たされ、多様な価値観に応じた“幸せ”を実

感できる状態を表し、これには、環境保全の取組を通じてその状態を高めていくことも含

まれる（以下「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」とする。）。 
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第４章 計画の基本となる考え方                

第４章では、第３章に掲げる将来像の実現に向けた施策展開の基本となる考え方を示しま

す。 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals の略）のウェディングケ

ーキモデル59にも象徴されるように、経済・社会活動は、環境という基盤の上に成立し、環境

保全と経済・社会の発展のどちらか一方を追い求めるのではなく、双方の充実や発展を図る

ことが、社会全体の好循環につながります。 

京都府では、第３章でも記載したとおり、環境・経済・社会の好循環を生み出し、さらにそ

の循環を促進することで、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」を向上させ、

脱炭素で持続可能な社会を目指していきます。 

この目指すべき社会の実現に向けては、次の３つの視点を根幹として、施策を展開してい

きます。 

 

〇環境価値の創出 

～スタートアップ等、将来性のある企業の集積による長期的な経済成長や先進技術の

発展による安心・安全で快適な暮らしの実現～ 
脱炭素テクノロジー分野で世界的な技術や競争力を有する企業が集積していることや、「大

学のまち・京都」ならではの「知の集積」を活
い

かし、京都発の将来性のあるスタートアップ企

業等の集積や、脱炭素テクノロジーの実装を推進していきます。また、エネルギーの地産地

消等の地域における産業振興等を通じ、長期的な視点での経済成長や先進技術の発展を図っ

ていきます。 

ＤＸ技術の活用や行動科学の知見に基づくナッジ理論60の活用により、脱炭素なライフスタ

イルへの自発的な変革を促し、企業や府民等が自然に取り組むことができる脱炭素行動変容

を推進していきます。 

これらの取組により生み出される科学技術・イノベーション等により、安心・安全で快適

な暮らしを実現し、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」につながる社会を

実現していきます。 

 

 

〇京都ならではの豊かさ 

～京都ならではの豊かさ（自然資本、人的資本、歴史・伝統・文化）の活用と保全～ 
府内のそれぞれの地域では、人口減少、少子高齢化等に起因する課題が顕在化している一

方、多様な自然資本、大学生等の多様な人材やコミュニティといった人的資本、これまで京

都の長い歴史の中で生き抜いてきた優れた技術等を有する府内企業や地域に根付く歴史・伝

統・文化等、京都ならではの豊かさを有しています。 

地域の多様性の源泉となるそれぞれの地域が持つ豊かさの維持・質の向上を図るとともに、

それぞれの地域間の連携も図りながら、持続可能な形で最大限に活用することで、ネイチャ

ーポジティブ等の環境保全・創造や地域振興の促進等の施策を展開していきます。 

さらに、自然資本の充実により良好な環境を創出して持続可能な形で活用する等、京都な

らではの豊かさを充実させることで、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」

を最大限引き上げ、魅力ある地域づくりを進めていきます。 

 
59 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の 17の目標を「生物圏」・「社会圏」・「経済圏」の３層

に分類し、それらの相互関係を示した構造モデル 
60 経済的なインセンティブを大きく変えたり、罰則・ルールで行動を強制したりすることな

く、行動科学に基づいた小さなきっかけで人々の意思決定に影響を与え、行動変容を促す手

法・戦略 
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〇協働 

～府民や企業と府外の関係者一人一人の個性を活
い

かし、連携し、自ら行動していく地

域社会の実現～ 
環境施策の展開に当たっては、行政だけでなく、事業者や民間団体、府民等の社会を構成

するあらゆる主体が環境に対する自らの責任を自覚し、それぞれの立場に応じた公平な役割

分担の下で、環境負荷を可能な限り低減していくことを目指す必要があります。一方、環境

問題に対する課題意識は、個人差があるという状況を認識し、それぞれの立場に応じた環境

保全を通じてそれぞれの「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」が向上するよ

う、きめ細やかな支援策等を展開していくことで、自分ごととして行動していく地域社会の

実現を図っていきます。 

また、多様な環境問題を解決し、持続可能な社会を構築するには、国や自治体、事業者や

地域の団体、ＮＰＯ、学術研究機関等、多様な主体が連携・協働していくことが不可欠です。

「学生のまち・京都」の強みである大学生等の若者や、京都を応援する府外にいる関係者（旅

行者や京都府出身者等）等、多様な人材を包摂的に巻き込み、連携・協働の輪を広げ、関係者

の「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上を図っていくことで、人口減

少・少子高齢化社会に直面する京都府の課題解決も併せて実現していきます。 

本計画に掲げる施策の着実な実施、とりわけ第５章に掲げる分野横断的施策の実施には、

「京都府地球温暖化防止活動推進センター61」、「京都気候変動適応センター」及び「きょう

と生物多様性センター」といった各分野の専門的知識を有する団体が連携し、一体となった

中間支援組織が府民や市町村等の活動をサポートする体制づくり、産業部門においてオール

京都で創設された「一般社団法人京都知恵産業創造の森」等による産学公連携ネットワーク

づくり等、多様な主体間のパートナーシップの強化が不可欠です。 

「京都議定書誕生の地」である京都府で、ＣＯＰ３をきっかけに培われてきたパートナー

シップや中間支援組織の存在は「京都の宝」といえます。これらを未来への財産として引き

継いでいくためにも、京都府は、コーディネート機能を発揮し、より一層の充実・活性化を

図るとともに、それぞれが持つ知見や発信力等を活
い

かしながら、施策を展開していきます。 

環境問題には、我々一人一人が取り組む必要がありますが、多岐にわたる問題に的確に対

応していくには、問題の本質や取組の方法を自ら考え、解決する能力を身に付け、自ら進ん

で環境問題に取り組む人材を育てていくことが不可欠です。 

このような人材には、強い意欲、探究心、コミュニケーション能力、リーダーシップ等の

資質が求められることから、専門的・実践的な学習に加え、参加・体験型の学習機会の提供

が重要です。 

環境教育等促進法では、学校教育における環境教育の充実、環境教育教材の開発等の環境

教育等の基盤強化、体験的に学ぶことができる機会の促進、多様な主体による協働取組の推

進等が求められています。 

京都府では、府内の教育機関や環境団体、企業等の多様な主体と連携し、参加・体験型の

普及啓発イベントの開催、自然環境の体験・フィールドワーク、子どもを中心とした環境学

習等、小学校、中学校、高校、大学といった子ども、若者たちの学びの段階に応じた環境教育

の推進により、人材育成につながる施策を積極的に展開していきます。 

このような府外関係者も含めた様々な主体による協働により、地域やコミュニティの成長

や互いの信頼関係の構築や共通理解といった協働プロセスから生み出される「ウェルビーイ

ング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上を図っていきます。 

  

 
61 京都議定書の採択を受けて制定された地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 

117 号）に基づき、平成 15（2003）年 10 月に、府域における地球温暖化対策推進の中核的支援

組織として知事が指定。啓発・広報活動、民間団体の支援、相談・助言活動、調査活動等を実施し

ている。 
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第５章 分野横断的施策の展開方向           
 第５章では、第３章に掲げる京都府の将来像を実現するため、第４章の計画の基本となる

考え方を踏まえ、環境分野だけでなく、経済・社会の好循環を実現し、複数分野の課題を統

合的に解決していくこと（マルチベネフィット）を目指し、おおむね令和 22（2040）年まで

を目途とした分野横断的な施策の展開方向を提示します。なお、次の５つの展開方向は、相

互に重なり合う部分があり、また、第６章の環境課題の分野ごとの取組と併せて推進する内

容となっています。 
 

１ ＧＸによる地域経済活性化と府民の脱炭素行動促進による府民の生活の質向上

の実現 
 

施策の展開方向 

 グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）による産業振興を図るとともに、府内

企業が連携し、脱炭素経営が評価される仕組みづくりやＥＳＧ投資の推進による地域

経済活性化、府民の脱炭素行動変容を促すことにより、府民の生活の質の向上（これ

による、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上）を図りながら

環境負荷の低減と経済の好循環を生み出す長期的な視点に立った取組を展開してい

きます。 

 

(1) 環境配慮型ビジネスへの評価向上とＧＸ62による産業振興 
環境に配慮した企業経営や環境配慮商品を選択するといった脱炭素行動への誘導策の推

進が「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」につながる府民意識の醸成を促

し、脱炭素関連スタートアップ等の新たな産業創出を軸にした長期的な成長戦略へと結び

つけます。具体的には、地域の再生可能エネルギー資源の活用等による新たな価値創出（Ｇ

Ｘ）や伝統産業との融合による府内企業の価値向上を図るとともに、循環経済（サーキュ

ラーエコノミー）への転換を推進します。 

 

(2) 京都府独自のネットワークを活用した気候変動影響への適応ビジネスやサービス

等の創出・促進 
中小企業への脱炭素化支援融資において協働している金融機関に、府内に多数存在する

大学を加えた産学公金連携により、気候変動に適応するための製品やサービスを展開する

適応ビジネスを育成するとともに、府民や企業等による適応に関する取組の促進を図りま

す。 

 

(3) 企業と連携したＳＤＧｓ経営・ＥＳＧ投資の促進 
地域にネットワークを有する金融機関と連携し、府内中小企業による環境に配慮した取

組やＳＤＧｓを取り込んだ経営を支援するとともに、地域の持続可能性の向上や地域循環

共生圏の創出に資するＥＳＧ投資を促し、企業・金融機関等多様な主体が参画して、脱炭

素経営に取り組む企業を後押しする協働の場の創設を図ります。 

 

(4) 農林水産業の推進 
気候変動に適応するスマート農林水産業63を促進するとともに、化学肥料や化学合成農薬

の使用量の低減や、ＣＯ２、メタン等の温室効果ガス排出量の削減に資する栽培技術の普及、

耕畜連携による畜産堆肥と飼料作物等の地域資源の循環利用といった環境保全型農業64を

 
62 Green Transformationの略語。 化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用

していくための変革やその実現に向けた活動のこと。 
63 ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等、先端技術を活用する農林水産業のこと。 
64 農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和等に留意しつつ、土づくり等を通じて化学
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積極的に推進することにより、里地・里山等、生態系ネットワーク形成を推進します。 

農業用プラスチック類等の廃棄物の排出を削減する取組を進め、環境保全や生態系との

調和等に配慮した環境に優しい農林水産業を推進します。 

学校給食での地元食材の活用や「京都府産木材認証制度」の普及拡大に努めることを通

じて、地域活性化につながる農林水産物や木材等の地産地消を促進します。 

森林管理に必要となる財源を確保するため、森林由来のＪ―クレジット65の活用を促進し、

適正に管理された森林の増加を図るとともに、地域振興につながるブルーカーボン66やその

他の吸収源に関する取組を推進します。 

 
肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業 
65 省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・

吸収量をクレジットとして認証する制度であり、平成 25（2013）年度から国内クレジット制度

とＪ-ＶＥＲ制度を一本化し、経済産業省・環境省・農林水産省が運営。削減・吸収活動は、プ

ロジェクト単位で制度に登録され、クレジット認証される。本制度により、中小企業・自治体等

の省エネルギー・低炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を促すこと

で環境と経済の両立を目指す。 
66 沿岸・海洋生態系が光合成によりＣＯ₂を取り込み、その後海底や深海に蓄積される炭素のこ

と。平成 21（2009）年に公表された国連環境計画（ＵＮＥＰ）の報告書「Blue Carbon」におい

て紹介され、吸収源対策の新しい選択肢として世界的に注目が集まるようになった。ブルーカー

ボンの主要な吸収源としては、藻場（海草・海藻）や塩性湿地・干潟、マングローブ林が挙げら

れ、これらは「ブルーカーボン生態系」と呼ばれている。 

 



39 

 

２ 安心・安全の実感につながる環境と調和のとれた強くしなやかな社会の実現 

 

施策の展開方向 

「京都気候変動適応センター」の研究結果等を熱中症対策や様々な分野の事前予

測や予防措置に活用するとともに、環境と調和のとれた持続可能なグリーンインフ

ラ等を活用した地域の防災・減災力の強化や、再生可能エネルギー等の自立電源の

災害時における地域開放体制の構築等、環境保全と防災機能の向上を同時に図り、

府民の安心・安全の実感（これによる「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感でき

る状態」の向上）につながる取組を展開していきます。 

 

(1) 京都府の地域特性に応じた気候変動適応策の推進 
  気候変動影響に係る情報収集及び調査・研究結果を共有することにより、人の命と環境

を守るための基盤整備を図り、防災、健康、自然生態系、農林水産業等の各分野の取組に

活用します。 

また、南北に長い京都府の特性（特産物等に加え、景観や伝統文化等の非市場的価値を

有する京都の豊かさ）に配慮した気候変動適応策を推進するとともに、指定暑熱避難施設

（クーリングシェルター）の整備・運用や熱中症対策の取組等、市町村と連携した気候変

動適応策を推進します。 

 

(2) 持続可能なグリーンインフラを活用した安心・安全な地域社会の形成 
自然環境が有する多様な生態系サービス（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形

成、気温上昇の抑制、土砂流出防止等）を積極的に活用する「グリーンインフラ」の取組

を、環境と調和のとれた持続可能なものとして推進し、地域における防災・減災や地域振

興、生活環境の質の向上に貢献し、府民が安心・安全を実感できる地域づくりを進めます。   

また、生物多様性の保全、地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能を持続的に発揮

させていくため、森林の整備・保全に係る取組を推進し、適切に管理され、循環利用され

る森林を拡大します。 

 

(3) 災害に強い自立分散型エネルギーシステムの活用体制の構築 
  再生可能エネルギー、蓄電池、電気自動車（ＥＶ）等の導入を促進するとともに、非常時

に発電・蓄電した電力を府民へ開放する仕組みの構築等に取り組みます。 

また、水素燃料電池やガスコージェネレーションシステムの導入、需要側も含むエネル

ギーマネジメントの高度化等を促進し、温室効果ガスの削減と同時に、災害時のエネルギ

ー確保を推進します。 
 

(4) 災害から立ち直る力の強化 
  市町村の災害廃棄物処理計画の策定・改定を支援するとともに、定期的な訓練・研修等

を実施することで、地域における被災対応能力の向上を図り、府民の生活基盤再建につな

げます。 
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３ 京都ならではの豊かな自然資本を始めとする地域資源を活用した持続可能で魅

力ある地域づくりの推進 

 

施策の展開方向 

京都ならではの生物多様性保全の活動を通じた地域ネットワークの構築や、豊かな

自然資本を守り活
い

かす事業活動の実践によるネイチャーポジティブの実現等、人的資

本、社会関係資本、自然資本等（地域資源）を持続可能な形で利用し、活力ある地域

づくりに資する取組を展開していきます。 

 

(1) 多様な主体の協働による環境保全活動を通じた地域活性化と「ウェルビーイング

＝府民が幸せを実感できる状態」の同時実現 
  府民や事業者、府外の関係者（関係人口・交流人口）等、多様な主体の協働による環境保

全活動を通じた地域社会の活性化や、京都の伝統・文化・産業や人々の暮らしの礎であり

京都の魅力の源泉となってきた豊かな自然環境を享受することによる「ウェルビーイング

＝府民が幸せを実感できる状態」の向上を目指します。 

 

(2) 豊かな自然や資源を育む森の保全と利活用による地域振興 
京都の文化を支えてきた森が育む豊かな自然環境を守り育てることにより、生態系の健

全性の回復を図ります。山陰海岸ジオパークや自然公園等をめぐるガイドツアー、トレイ

ル等の取組を通じて、自然豊かな環境を活用した地域振興を推進し、自然豊かな森と親し

み、共に暮らす場所づくりや、自然体験の充実等による森林の利活用を進めます。また、

府民ぐるみで森林を守り育み、健全な状態で次世代に引き継いでいくため、京都モデルフ

ォレスト運動等により、地域の特色を生かしながら里山の整備や木材の利用等、人と森を

つなぐ取組を推進します。 

 

(3) 京都発の技術やイノベーション創出による産業振興と環境に配慮したまちづく

りの推進 
脱炭素テクノロジー関連スタートアップ企業等の集積や、次世代型太陽電池、ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）やネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）といっ

た技術のまちづくりへの導入促進等により、京都発の先進技術やイノベーション創出によ

る産業振興を推進します。 

また、次世代型の交通・社会インフラ整備を図る等、環境に配慮しながら暮らしの利便

性の向上や地域の活性化を目指す「スマートシティ67」の実現に取り組みます。 

 

(4)  交流人口や関係人口を巻き込んだ魅力的な地域づくりの推進 
観光客等の交流人口や府外在住の京都府出身者等、京都府ゆかりの人 （々関係人口）に、

京都ならではの地域資源の魅力を実感していただくことにより、環境保全活動等の担い手

の確保を図ります。 

 

 

 

  

 
67 都市の抱える諸課題に対して、ＩＣＴ等の技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管

理・運営等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市又は地区のこと。 
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４ 「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上につながる持続可能

なライフスタイルへの転換 

 

施策の展開方向 

ナッジ理論の活用やインセンティブ付与等、様々な手法を用いて、府民や事業者の

環境保全に対する関心や、属性（年齢や居住地）その他の特性に合わせて、 「ウェル

ビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上につながるライフスタイルへの転

換を促す取組を展開していきます。 

 

(1)  脱炭素行動変容と生活の質の向上  
高機能・高効率機器への買換えを促進し、省エネルギーを推進すると同時に、ランニン

グコストの低減や健康、快適性の向上を図ります。 

また、インターネット販売（ＥＣ）等の利用拡大による宅配便の増加が見込まれるため、

オープン型宅配ボックスの効果的な活用、職場における受取等、受取方法の更なる多様化

を促進し、物流の 2030 年問題対策やＣＯ２排出削減につながる再配達防止の取組を促進し

ます。 

公共交通や自転車、徒歩による移動等、移動手段のエコ化に伴うＣＯ２排出削減量を可視

化し、健康増進やポイント受領等といったインセンティブ付与により、「ウェルビーイン

グ＝府民が幸せを実感できる状態」の向上につながる取組を推進します。 

 

(2)  脱炭素で健康かつ快適な住まいの普及 
健康で快適な高い生活の質を実感できるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）や

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）の普及、既存住宅の断熱窓への交換や断熱改修

による省エネルギー化及び再生可能エネルギー設備設置を促進します。 

 

(3)  環境に優しい消費行動の標準化  
府民の脱炭素意識の向上を図ることで、地産地消の促進や食品ロス削減のための行動等、

環境に優しい消費行動が「あたりまえ」になる社会を推進します。エコラベル制度等の周

知により、環境行動を促進することで、府民の充実感や幸福感を高め、「ウェルビーイン

グ＝府民が幸せを実感できる状態」を向上させることにより、環境への負荷の少ない物品

やサービス（環境配慮商品）の利用・購入を促進します。 

 

(4) 行動変容の促進 
国のデコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）の推進やナッジ理 

論を始めとする行動科学の知見の活用等により、府民が日常生活の中で環境に配慮した行

動を自然に選べる仕組みづくりを進め、自発的な脱炭素行動変容を促進します。 

さらに、中間支援組織等と連携し、省エネルギー・再生可能エネルギーの取組支援や、

経済性・快適性等のメリットの情報発信に加え、エネルギー使用量の「見える化」や行動

変容を支援するデジタルツールの導入等、複数の手段を通じて府民の意識醸成と行動変容

を後押しし、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上につながるライ

フスタイルへの転換を促していきます。 
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５ 持続可能な社会づくりを支える人づくりと協働の推進 

 

施策の展開方向 

 地球温暖化防止や生物多様性保全等、地球環境保全につながる活動を行う団体や環

境ボランティア、「大学・学生のまち京都」の強みである多くの優秀な研究者や大学

生等と連携し、世代や地域等に応じた幅広い環境教育を展開するとともに、京都府が

連携の起点となって市町村の実情に応じた支援や協働の場づくりを進め、「オール京

都」体制で環境問題を自分ごととして捉え、京都府の豊かな環境を未来に引き継ぐ取

組を展開していきます。 

 

(1) 子どもたちへのきめ細かい環境教育 
「京都府地球温暖化防止活動推進センター」や「京都気候変動適応センター」、「きょう

と生物多様性センター」、教育機関等と連携した環境学習プログラムを実施します。 

体験型の農林水産業や公共施設の脱炭素化を活用したプログラム等、多様な体験を通じ

て、子どもたちが自然や生物多様性を大切にする心を育むとともに、気候変動問題への理

解を深め、自分たちにできることを考えるきっかけにします。こうした体験により、子ど

もたちが持続可能な社会づくりに自分も貢献できるという実感を得ることで、自己効力感

を育み、地域の自然や風土、歴史、文化への理解を促し、地域への愛着を育んでいきます。 

府内の小・中学校、高校等の教育関係者や家庭、地域とも連携しながら、子どもたちの 

年齢、興味のある分野、理解度などの個性に対応する幅広くきめ細やかな環境教育を推進 

します。 

 

(2) 環境活動を通じた社会関係資本の構築 
京都府内の各センターやボランティアとの連携により、府内各地で、気候変動対策、循

環型社会の形成、生物多様性の保全を始めとする今日私たちが直面している環境課題に対

し、自発的に取り組める人材を育成するため、体験やコミュニケーションを通じた学びの

場を提供していきます。 

気候変動等から地域固有の歴史・伝統、祭り等の文化を守る地域ネットワークの維持・

活性化を促進します。 

大学の出前授業や企業による環境講座等、関係者と連携し、様々なフィールドにおいて

環境学習の機会を充実させます。 

地域でのごみ拾い活動や希少種の保全活動、京都モデルフォレスト運動等、環境と関わ

りの深い府民活動と体験型環境学習・教育の連携を深め、学習と実践の一体的展開を図り、

持続可能な地域づくりを担う人材を育成します。 

 

(3) 地域特性に応じた環境課題解決に向けた市町村支援と連携・協働の促進 
地球温暖化対策を始め、生物多様性の保全や資源循環、気候変動への適応等、幅広い環

境課題に対応するため、市町村の意見を踏まえ実情に応じた支援や連携強化を図り、それ

ぞれの地域特性に応じた施策展開を進めていきます。 

また、中間支援組織と連携し、市町村の取組を支える支援体制の充実にも努めます。 

さらに、互いに課題を共有し協働して解決に取り組む「協働の場」を創設することによ

り、市町村との連携にとどまらず、市町村間のネットワークの拡充や、府民・企業・団体等

の多様な主体との相互連携を強化することで、実効性の高い取組を推進します。 

 

(4) 持続可能な社会の変革を担う人材や中間支援組織等による協働取組の推進 
京都府地球温暖化防止活動推進員や京都再エネコンシェルジュ等、地域で活動する専門 

的人材の成り手の裾野を広げるため、地域で活動する意欲や行動力がある人材を養成し、 

働く場の創出を含めその活動を支援します。 

また、若者が持続可能な社会づくりの変革の担い手として、主体的に課題を発信・共有 
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し、対話や協働を通じて社会変革へ参画する機会を創出するため、各地域の学校や企業等、

多様な場での学びや実践を支える中間支援組織等の様々な主体との連携を強化し、そのネ

ットワークを活
い

かして、幅広い環境保全活動や人づくりを推進します。 

大学生等の若者の参画を始め多様な主体が連携・協働する機会の充実を図るとともに、

連携・協働して行う環境保全活動等の促進を図ります。 
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第６章 環境課題の分野ごとの重点取組の推進                  

 第６章では、第５章の分野横断的施策の展開方向を踏まえて取り組む、あるいはそれらを

支える基本となる環境施策について、令和 22（2040）年までを目途とした展開方向を分野ご

とに提示しています。そのため、第５章と内容が重なり合う施策もあります。 

環境行政は、公害対策に端を発し、廃棄物対策、生物多様性対策、気候変動対策等へと広

がり、各分野で個別計画等を策定し対策を進めてきました。今後も、第４章の考え方を基本

としながら、第３章で掲げた京都府の将来像の実現を目指して、新たな課題への対応を強化

するとともに、各取組を揺るぎなく着実に推進していきます。 

 

１ 脱炭素社会と持続可能な経済成長の同時実現に向けた取組の加速化 
  

施策の展開方向 

令和 32（2050）年温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて、徹底した省エネルギー

の推進や再生可能エネルギーの最大限の導入等、脱炭素化を進めるとともに、持続

可能な経済成長の同時実現を目指します。 
 

(1) 徹底した省エネルギーの推進 
・ 家庭や業務部門における温室効果ガスの排出量を削減するため、エネルギー使用効率が

低い家電や業務用機器等の高効率機器への更新を促進するとともに、建築物の脱炭素化に

向け、既存住宅の断熱化や、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）やネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）の普及促進等、創エネ・省エネ・蓄エネを総合的に推

進します。 

・ 産業部門においては、ＡＩ・ＩｏＴやロボット技術等も活用し、生産性及びエネルギー

効率を向上させるとともに、脱炭素テクノロジー関連スタートアップ企業等の集積や、ま

ちづくりへの技術導入等の促進を図ります。また、事業者の競争力強化・地域産業振興に

資する脱炭素経営・ＧＸ経営を促進します。 

・ 中小事業者に対する技術面の助言や省エネルギー機器等への設備投資等の支援、大規模

事業者に対する温室効果ガス排出量削減計画書制度の充実を図るとともに、サプライチェ

ーン全体での排出量削減に向けた取組を促進します。 

・ 環境保全や生態系との調和に配慮した農林水産業を推進するとともに、農林水産物や木

材等の地産地消を促進します。 

・ 運輸部門においては、府民の脱炭素行動変容を促進するため、公共交通や自転車、徒歩

による移動を促進し、自動車利用からの交通手段の転換（モーダルシフト）を図ります。

併せて、サイクルシェア、カーシェアリング等移動手段の共有（ムーブシェア）やエコド

ライブ（環境に優しい運転）の取組を推進します。 

・ 電気自動車（ＥＶ）等の次世代自動車については、公共施設や道の駅などの交通拠点、一

戸建て住宅だけでなく、マンション等の集合住宅での急速充電器等の充電インフラの整備

を促進するとともに、ＣＯ２排出削減効果と併せて停電発生時の非常用電源としての有用性

の周知を行うことを通じて、一層の普及拡大を推進します。 

・ オープン型宅配ボックスの効果的な活用や職場における受取等、宅配便の受取方法の多

様化による再配達の削減や、ＡＩ・ＩｏＴ等の先端技術の活用、共同輸配送・物流車両等

へのＥＶ導入の促進によって、物流システムの効率化を推進します。 

・ ＡＩ技術の活用によるエネルギー需給の最適化や効果的・効率的な省エネルギーサービ

スの導入促進に加え、新たな技術による環境に優しい商品開発や販路開拓等により、ＣＯ２

排出量を削減するとともに、地域経済の活性化を促進します。 

・ 「京都府地球温暖化防止活動推進センター」と連携し、あらゆる主体、世代を巻き込んだ 

府民の脱炭素行動変容を促進します。 

・ 京都府自らが、公共施設等への再生可能エネルギー・省エネルギー設備・ＥＶの導入や

環境に配慮した電力調達、府有施設のネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）化等に率

先して取り組むことより、ＣＯ２削減を推進します。 
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(2) 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組   
・ ＰＰＡモデル等の初期投資ゼロモデルによる建築物等における省エネルギーと一体とな

った自家消費型の再生可能エネルギーの導入支援、風力・中小水力・バイオマス等の多様

な再生可能エネルギーの導入支援に加え、自然と調和し、地域に理解される再生可能エネ

ルギー導入事業の促進や災害時に避難施設として活用できる施設等への太陽光発電設備等

の導入等、地域振興や地域のレジリエンス向上に資する取組により、地域共生・環境調和

とエネルギーの地産地消を図りながら府内への再生可能エネルギーの最大限の導入を目指

します。 

・ 府内企業を始めとした需要家や小売電気事業者向けに、サプライチェーン全体での再生

可能エネルギーの調達を促す取組を推進し、再生可能エネルギー由来の電力・熱の利用促

進を図ります。 

・ 既存の再生可能エネルギーの電源設備を長期安定的に活用することができるよう、太陽

光パネルの長寿命化や資源循環、太陽光発電設備の保守点検等を推進します。 

・ 次世代型太陽電池68等の普及促進により、再生可能エネルギー関連産業の基盤構築等を推 

 進し、経済と環境の好循環を図ります。 

・ 水素エネルギーは、再生可能エネルギーの主力電源化を支えるエネルギー貯蔵能力だけ

でなく、物流の高度化や防災・減災力強化等の効果も期待されるため、水素社会の実現に

向け、水素の安全性や利便性等に対する府民の正しい理解の醸成や府内の水素需要の拡大

に資する検討を行います。 

 

(3) フロン69対策の推進  
・ 業務や家庭で使用されるフロン使用機器からの漏洩防止措置の徹底や機器廃棄時におけ

るフロン回収率の向上、ノンフロン型機器の利用の促進等、フロンのライフサイクル全体

にわたる排出抑制に向けた取組を進めます。 

 

(4) 温室効果ガス吸収源対策・施策  
・ 森林によるＣＯ２吸収を促進するため、森林施業に情報通信技術（ＩＣＴ）等の先端技術

を活用すること等により、適切に管理され、循環利用される森林の拡大を図ります。 

・ 京都モデルフォレスト運動等の企業や府民、ＮＰＯ等が協働した取組により、森林の保

全・整備や木材利用等の取組を推進します。 

・ 森林管理に必要となる財源を確保するため、森林由来のＪ―クレジットの活用を促進し、

適正に管理された森林の増加を図ります。 

・  地域振興につながるブルーカーボンやその他の吸収源に関する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 ペロブスカイト太陽電池を想定 
69 フルオロカーボン（炭素とフッ素の化合物）のこと。主にエアコンや冷凍機等のヒートポンプ

機器の冷媒に使われる物質。オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）やハイ

ドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）からオゾン層を破壊しない代替フロン（ハイドロフル

オロカーボン（ＨＦＣ））への転換が進められたが、代替フロンにはＣＯ２の数十倍から１万倍

超の温室効果があり、地球温暖化の要因として問題となっている。 
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２ 循環型社会を目指した循環経済への移行の促進 
 

施策の展開方向 

環境負荷のより少ない物品・サービスの選択が当たり前になるとともに、プラスチ

ックごみを始めとする廃棄物の３Ｒ・資源循環がより進む循環経済（サーキュラー・

エコノミー）が構築され、廃棄物が限りなく削減された循環型社会の実現を促進しま

す。 

 

(1) ３Ｒ・資源循環の促進  
・ シェアリング・エコノミー等、循環型社会の形成に資するビジネスの育成を支援します。 

・ 国際競争力や経済安全保障の強化にも資する、循環資源の再使用・再生利用を拡大する

取組を推進します。 

・ 産業廃棄物の排出事業者や処理業者等に対する財政支援、技術支援、人材育成等を通じ、

ＡＩ・ＩｏＴを活用した技術の開発、実用化、普及を促進し、産業廃棄物の効率的な２Ｒ

を推進します。 

・ 産業界、廃棄物処理業界、研究機関、京都府及び京都市の連携による産業廃棄物の３Ｒ

のワンストップサービス拠点である「一般社団法人京都府産業廃棄物３Ｒ支援センター」

において、最新の資源循環・適正処理情報の集約化機能を強化するとともに、これまで育

んできた関係者間の連携を基盤に構築した産業廃棄物対策のプラットフォームを活用する

等、新しい施策の展開を図ります。 

 

(2) 消費者の意識啓発  
・ 市町村や関連団体と連携し、「もったいない」の精神や環境に優しい消費行動の理念の

普及を図り、環境価値の高い商品の優先購入等の取組を進めます。 

・ 府民の脱炭素行動変容を促進し、環境価値の高い商品の購入や選択が「あたりまえ」に

なる社会に向けた取組を進めます。 

・ 環境への負荷の少ない物品やサービス（環境配慮商品）の普及を図るため、京都府とし

てグリーン調達を一層推進するとともに、環境配慮企業から物品等を優先的に調達するこ

とにより、企業等の環境保全活動を促進します。 

 

(3) プラスチックごみの削減 
・ 市町村によるプラスチックの一括回収の実施や府民の行動変容を促す先進的なビジネス

モデルの導入支援等、市町村と連携して、プラスチックごみの削減を推進します。 

・ 代替プラスチック製品の開発・販売促進等に取り組む事業者を支援します。 

・ 大規模排出事業所から排出される廃プラスチック類やその焼却処理による温室効果ガス

を削減するための取組等を推進します。 

 

(4) 食品ロスの発生抑制 
・ 消費者の環境に優しい消費行動に向けた啓発や事業者の食品ロス発生抑制の取組への支

援等、サプライチェーン全体の食品ロス削減に向けた意識を醸成し、発生抑制を促進しま

す。また、家庭で使いきれず余った食品等を集め、こども食堂等の必要とする方へ寄付す

る取組であるフードドライブの拡大等、地域のあたたかい活動にもつながる未利用食品の

有効活用の取組を促進します。 

 

(5) 環境保全型農業の推進  
・ 化学肥料や化学合成農薬の使用量の低減や、ＣＯ２・メタン等の温室効果ガス排出量の削

減に資する栽培技術の普及、耕畜連携による畜産堆肥と飼料作物等の地域資源の循環利用

等の推進を図ることにより、環境保全型農業を積極的に推進します。 

・ 農業用プラスチック類等の廃棄物の排出を削減する取組を進めます。 
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(6) 流域一帯で取り組む海岸漂着物対策 
・ 市町、漁業者等と連携して海岸漂着物等の回収・処理を実施します。 

・ スポーツの要素を盛り込み、楽しみながら海岸漂着物等を回収するスポＧＯＭＩ70の実施

等、多くの方に参加いただき、プラスチックごみ問題への意識を醸成する取組を実施しま

す。 

・ 内陸域を含めた市町村、企業等と連携し、流域が一帯となって発生抑制の取組を実施す

る等、海岸漂着物対策を一層推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
70 企業や団体が取り組む従来型のごみ拾いに、スポーツのエッセンスを加え、今までの社会奉仕

活動を「競技」へと変換させた日本発祥の全く新しいスポーツ 
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３ 安心・安全な暮らしを支える生活環境の保全と向上 

 

施策の展開方向 

 環境基準の達成に向けて人間活動による環境負荷の低減を進めるとともに、環境モ

ニタリングの実施と情報発信及び新たな環境リスクに備える体制の強化と気候変動

による影響や災害に備えた環境対策を推進することにより、快適な環境を維持し、安

心・安全な暮らしを支えます。 

 

(1) 府民の安心・安全を支える環境モニタリングの実施と情報発信  
・ 大気や水質等の環境モニタリングを適切に実施し、その結果を府民に対し分かりやすく

効果的に情報発信するとともに、モニタリング技術の向上を見据えた調査研究や機器整備

等、新たなリスクの発生に備える体制を強化することで、府民の安心・安全を支えます。 

・ ＰＦＡＳを始めとする未規制の物質についても、環境モニタリングを適切に実施し、府

民に対し、その結果や最新の健康影響等に係る科学的知見等を分かりやすく情報発信しま

す。 

 

(2) 環境影響評価制度の総合的な取組の展開   
・ 政策・計画等を策定する段階から環境配慮の組み込みを図るとともに、環境影響評価制

度によって、事業における適正な環境配慮を確保することにより、健全で恵み豊かな環境

の保全を図ります。また、環境影響評価の実施後においても、事後調査報告書により点検

を行います。さらに、より適正な環境配慮を確保するための制度の在り方に係る国の検討

を踏まえ、必要な対応を進めます。 

 

(3) 環境リスクの高い有害化学物質等による環境影響の防止  
・ 環境中への有害化学物質（ダイオキシン類、重金属等）の排出削減や解体工事に伴うア

スベストの飛散防止のため、関係機関と連携し、工場・事業所・建物解体現場に対し計画

的に立入検査等を実施する等、環境リスクの高い有害化学物質等の適正管理を推進します。 

 

(4) 京都府の地域特性に応じた気候変動適応策の推進   
・ 気候変動の影響は多岐にわたり、かつ、地域の自然状況や社会特性によって異なること

から、京都府各地域の特性に応じた適応策の展開が必要です。時間的・空間的な広がりを

考慮し、既に起こり始めている気温上昇や大雨の頻度の増加等に対応するとともに、将来

起こりうるリスク等について、幅広い主体への影響を想定した適応策を推進します。 

・ 京都市や総合地球環境学研究所と連携して設置した「地域気候変動適応センター」にお

いて、気候変動影響に係る情報収集及び調査・研究による科学的知見の集積を図り、防災、

健康、自然生態系、農林水産業等の各分野の取組に活用します。 

・ 産学公連携により、気候変動に適応するための製品やサービスを展開する適応ビジネス・

産学イノベーション創出を支援します。 

  

(5) 災害時に地域で電力供給できる再生可能エネルギーの導入促進    
・ 停電時にも自立的な電力供給が可能となるよう、住宅や事業所における太陽光発電設備

や蓄電池等を組み合わせた自家消費型システム等の導入を支援します。 

・ 災害時等の非常時に、再エネ設備等の電気を「地域活用電源」として活用する取組を通

じて、地域に密着した長期安定的な再生可能エネルギー事業の運営を支援します。 

・ 再生可能エネルギーを地域で効率的に活用するため、今後幅広い分野での活用が期待さ

れ、令和 32（2050） 年カーボンニュートラル実現に向けた鍵となる水素等（水素・アンモ

ニア・合成燃料・合成メタン）も活用したエネルギーマネジメントの高度化を目指します。 
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(6) 災害時の廃棄物処理体制の強化   
・ 災害廃棄物の収集・処理を適正かつ迅速に実施するため、市町村の災害廃棄物処理計画

の策定・改定を支援するとともに、近隣府県との連携・協力、継続的な訓練や研修の実施

等により広域的・技術的な体制の確立を図り、平時から災害時までの廃棄物処理システム

の強靱化を推進します。 

  

(7) 不法投棄等の監視指導の強化等による未然防止   
・ 廃棄物の不法投棄や土砂等による不適正な土地の埋立て等を撲滅するため、産業廃棄物

不法投棄等監視指導員（警察官ＯＢ）による休日も含めた監視指導体制の強化やドローン

等のデジタル機器の導入等により、早期発見・未然防止に努めるとともに、広域的な不法

投棄に対応するため、関係府県とのネットワークを構築します。 
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４ 自然と生活・文化が共生する地域社会の継承 

 

施策の展開方向 

 従来の生態系維持・回復対策に加え、多様な主体が積極的に関わる共生型の生物多

様性の保全と利活用を進めることにより、ネイチャーポジティブの実現を目指し、生

態系と生活や文化が共存共栄する社会を持続可能なものとして将来に引き継いでい

きます。 

 

(1) 森里川海のつながりの回復による多様な生態系の保全   
・ 企業や保全団体、地域等、多様な主体の連携と協力を促しながら、「30by30目標」の達

成に向けた地域生物多様性増進活動の拡大を図る取組等を通じて、森・里・川・海におけ

る生物の生息・生育空間のつながりや配置を確保しつつ、それぞれのエリアにおいては、

原生的な生息環境の保全とともに、二次的自然の適切な維持管理を進めます。 

 

(2) 人の積極的な関与による里地・里山の再生  
・ 里山林や耕作放棄地の再生、自然体験・利活用、野生鳥獣の個体数管理等を通じて、里地

域に積極的に関与していくことで、いにしえから受け継がれてきた京都の伝統文化や暮ら

しを始めとした自然利用の文化の再興や、人と野生鳥獣が適切な住み分けにより共存でき

る環境の実現を目指すとともに、農山漁村の再生、魅力的な地域づくりにもつなげていき

ます。 

・ 集落機能の低下に伴い、深刻化する有害鳥獣による被害を低減するため、ＩＣＴ技術を

活用した効率的な捕獲や生息域把握等、総合的な対策を講じることにより、野生鳥獣の適

切な個体数管理につなげます。 

・ 府民ぐるみで森林を守り育み、健全な状態で次世代に引き継いでいくため、京都モデル

フォレスト運動等により、地域の特色を生かしながら里山整備や木材利用等、人と森をつ

なぐ取組を推進します。 

 

(3) 豊かな農林水産資源の保全・利活用  
・ 地域資源を活用した農山漁村体験の機会（農家民宿・農家レストラン・農泊等）の拡大、

「食」を目的とした観光誘客等を通じて、体験型の学習や観光、都市と農村との交流を促

進し、地域の魅力向上や活性化を推進します。 

・ 適切に管理され、循環利用される森林を拡大するとともに、府内で発生する未利用材の

木質バイオマス利用施設の燃料としての活用を促進することや、「京都府産木材認証制度」

の普及拡大に努めることを通じて、木材の地産地消を推進します。 

・ 閉鎖性水域の環境を保全するとともに、生物多様性・生物生産性が確保された「豊かな

京都の里海」を実現し、水産業等の産業振興や地域活性化につなげます。 

 

(4) 生物多様性を未来に受け継ぐための知見の集積、人材育成  
・ 「きょうと生物多様性センター」と連携しながら、府内の生物多様性に関する情報を正

確かつ継続的に把握し、データベース化するとともに、収集された知見を基に様々な主体

の連携・協力関係を構築し、生物多様性の効果的な保全と利活用等を推進します。 

・ 幅広い府民が身近な自然と触れ合い、生物多様性を実感できるよう、保全団体や京都府

立植物園を始めとする関連施設や教育機関等と連携しながら、自然体験活動や環境学習 

を充実するとともに、地域の生物多様性情報や資料の保全を推進し、社会の生物多様性の

保全に係る機運の醸成を図ります。 

・ 子どもたちが自然や生物多様性を大切にする心を育むことができるよう、府内の小・中 

学校、高校等の教育関係者や家庭、地域とも連携しながら、きめ細やかな環境教育を推進 

します。また、大学・学生のまち京都の強みを生かし、大学生に対する環境問題への意識

の普及と活動への参画を促進します。 
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(5) 外来生物による生態系等への影響に対する早期対策  
・ 侵略性が高く、特に生態系への影響や人の生命・身体、農林水産業への被害が著しい外

来生物について、積極的なモニタリングや防除により侵入、定着、拡大を防ぎ、在来の生

態系への影響の抑止、暮らしの安全の確保及び農林水産業や文化財への被害の軽減を図り

ます。 

・ 地域の魅力ある自然や生物多様性を守るため、市町村や地域住民等と連携・協力しなが

ら、外来生物による生態系への影響等に係る普及啓発や防除講習会等を実施します。 
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第７章 計画の推進                     

 

１ 計画の効果的実施 
〇 本計画に基づく施策の実施に当たっては、計画の進捗状況の点検・評価を行い、国内外

の社会経済情勢の変化や施策の検討・進捗状況に適切に対応できるよう、新たな科学的知

見及びＡＩ・ＩｏＴ等の新たな技術やそれらを活用したサービス等も柔軟に取り入れると

ともに、本計画に記載した施策の展開の方向に基づき、機動的に個別条例や個別計画を策

定・改定する等、必要に応じて改善を図り、弾力的に対応していくこととします。 

 

 

２ 計画の進捗状況の点検等 
〇 この計画に基づく施策の進捗状況の点検・評価に当たっては、それぞれの分野の個別計

画等において、施策・取組の達成状況を示す指標を設けるとともに、可能な限り数値目標

を掲げ、定期的に進捗状況を点検します。 

 また、その点検結果や各施策の実施状況、府民の意識調査等も参照しながら、課題等を

整理して総合的に評価を行い、その評価の結果については京都府環境審議会で検証します。 

このような徹底したＰＤＣＡサイクルにより、進捗管理を行います。 

 

〇 また、点検・評価の実施結果等については、環境白書やホームページ等を通じて広く公

表します。 

 

 

３ 計画の見直し  
〇 この計画では、様々な環境課題に対する施策展開の指針として、令和 32（2050）年頃の

京都府の将来像を掲げるとともに、本計画の基本となる考え方に基づき、令和 22（2040）

年までを目途とした分野横断的な施策の展開方向及び環境課題の分野ごとの重点取組を示

しました。 

 

〇 本計画は、令和 22（2040）年のあるべき姿を見据えつつ、おおむね５年ごとに計画内容

の見直しを行うこととします。 

なお、新たな環境問題の発生や科学的知見の変化等、社会経済情勢が変化し、本計画の

基本となる部分に大きな変更が生じた場合は、的確かつ柔軟に対応するため、必要に応じ

て計画内容の見直しを行うこととします。  
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参考 個別計画等の代表的な指標例 

指標名称 単位 基準値 目標数値 目標設定の考え方 

温室効果ガス排出

量削減率 

％ 2013年度比 

46％以上※1（2030年度） 

60％※1（2035年度） 

73％※1（2040年度） 
※1中間案の目標数値 

京都府地球温暖化対策

推進計画※2 で目標設定

予定 
※22026 年度からの計画に

ついて見直し中 

府内総電力需要量

に占める再エネ電

力使用量の割合 

％ 20.7 

（2023年度） 

36～38※3 

（2030年度） 

40～50※3 

（2040年度） 
※3中間案の目標数値 

再生可能エネルギーの

導入等促進プラン（第

３期※4）で目標設定予定 
※42026 年度からの計画に

ついて見直し中 

1 人 1 日当たり一般

廃棄物排出量 

g/

人・

日 

836 

（2019年度） 

 

 

760※5 

（2030年度） 
※5現行計画の数値。

令和８（2026）年

度改定予定 

京都府循環型社会形成

計画（第３期）で目標設

定 

（2030年度に 760g/人・

日とする） 

産業廃棄物最終処

分量 

 

万ｔ 10.7 

（2019年度） 

 

 

7.0※6 

（2030年度） 
※6現行計画の数値。  

 令和８（2026）年 

度改定予定 

京都府循環型社会形成

計画（第３期）で目標設

定 

（2030 年度に 7.0 万ｔ

とする） 

二酸化窒素（ＮＯ₂）

の環境基準達成率 

％ 100 

（2019年度） 

100 

（2030年度） 

国告示（昭和 53年環境

庁告示第 38号）に基づ

き目標設定 

微小粒子状物質 

（ＰＭ2.5）の環境

基準達成率 

％ 100 

（2019年度） 

100 

（2030年度） 

国告示（平成 21年環境

省告示第 33号）に基づ

き目標設定 

条例※7 に基づく生

息地等保全地区の

指定数 

地区 1 

（2017年） 

 

5 

（2022年） 

京都府生物多様性地域

戦略で目標設定 

京都府レッドデー

タブック掲載種の

絶滅の危険度のラ

ンクを下げた種数 

種 7 

（2022年度） 

15 

（2027年度） 

京都府生物多様性地域

戦略で目標設定 

※7京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例 

 

参考 京都府民の意識調査 令和７（2025）年度調査 
京都府が実施する継続的な意識調査であり、下表は環境関連の主な項目を抜粋しています。 

質問項目 令和７年度 

持続可能で魅力ある地域づくりに向け、個人や企業、市民団体など多様な

主体が環境保全活動に取り組んでいると思う人の割合 

41％ 
 

節電や公共交通機関の優先利用、環境負荷の少ない商品の優先購入といった

エコな暮らし方を実践している人の割合 

61％ 

省エネの取組や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入が暮らしやすさ

に繋がると思う人の割合 

68％ 

府内在住の 5,000 人（満 18 歳以上）を住民基本台帳から無作為抽出し、郵送及び web で回答をいた

だき（有効回収率 48.0％）、「そう思う」・「どちらかというとそう思う」等京都府が目指す社会の

姿に近い回答をした人の割合を算出しています。 


